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  規   則   

規 則 第  ４  号   

平成２７年 ２ 月２６日   

  

 熊本市情報公開・個人情報保護審議会条例施行規則を公布する。 

 

                       熊本市長  大 西 一 史 

 

   熊本市情報公開・個人情報保護審議会条例施行規則 

 

 （趣旨） 

第１条 この規則は、熊本市情報公開・個人情報保護審議会条例（平成１５年条例第

１１号。以下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

 （審議会に設置する部会） 

第２条 条例第６条第１項の規則で定める部会は、特定個人情報保護評価専門部会と

する。 

 （部会の委員の定数） 

第３条 前条の特定個人情報保護評価専門部会の委員の定数は、４人とし、うち２人

を専門委員とする。 

 （雑則） 

第４条 この規則で定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、条例第

８条に定める事項を除き、市長が別に定める。 

 

   附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 
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規 則 第  ５  号   

平成２７年 ２ 月２６日   

 

 熊本市都市公園条例施行規則の一部を改正する規則を公布する。 

 

                       熊本市長  大 西 一 史 

 

熊本市都市公園条例施行規則の一部を改正する規則 

 

 熊本市都市公園条例施行規則（昭和３３年規則第５０号）の一部を次のように改正

する。 

 

 別表中 

「 

 

坪
井
川
緑
地
運
動
施
設 

多目的運

動広場 

野球場 

ソフトボ

ール場 

テニスコ

ート 

1 月 4 日

から 

12 月 28 日

まで 

4月から 

9月まで 

午前 7 時から

午後10時まで

市長が特に必要

と認めた場合は、

供用日又は供用

時間を変更する

ことができる。 

10月から 

翌年 3 月ま

で 

午前 8 時から

午後10時まで

 

庄
口
地
区
運
動
施
設 

運動広場 

テニスコ

ート 

1 月 4 日

から 

12 月 28 日

まで 

4月から 

9月まで 

午前 7 時から

午後6時まで 

10月から 

翌年 3 月ま

で 

午前 8 時から

午後5時まで 

」 

を 
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「 

 

坪
井
川
緑
地
運
動
施
設 

多目的運動

広場 

野球場 

ソフトボー

ル場 

テニスコー

ト 

1 月 4 日

から 12 月

28 日まで

3月1日か

ら10月15

日まで 

午前 6 時か

ら午後10時

まで 

市長が特に必要

と認めた場合は、

供用日又は供用

時間を変更する

ことができる。 

10月16日

から翌年

2 月末日

まで 

午前 7 時か

ら午後10時

まで 

 

庄
口
地
区
運
動
施
設 

運動広場 

テニスコー

ト 

1 月 4 日

から 12 月

28 日まで

3月1日か

ら4月30

日まで 

午前 6 時か

ら午後 6 時

まで 

5月1日か

ら9月15

日まで 

午前 6 時か

ら午後 7 時

まで 

9月16日

から10月

15日まで 

午前 6 時か

ら午後 6 時

まで 

10月16日

から翌年

2 月末日

まで 

午前 7 時か

ら午後 5 時

まで 

」 

に改める。 

 

   附 則 

 この規則は、平成２７年３月１日から施行する。 
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規 則 第  ６  号   

平成２７年 ２ 月２７日   

 

 熊本市城南福祉センター条例施行規則の一部を改正する規則を公布する。 

 

                       熊本市長  大 西 一 史 

 

   熊本市城南福祉センター条例施行規則の一部を改正する規則 

 

 熊本市城南福祉センター条例施行規則（平成２２年規則第１０号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 

 第５条第２項中「熊本市城南福祉センター施設使用料減免申請書」を「熊本市城南

福祉センター使用料減免申請書」に改める。 

第６条中「午前８時３０分」を「午前９時」に改める。 

様式第１号中 

「 次のとおり熊本市城南福祉センターを使用したいので申請します。      」 

を 

「 次のとおり熊本市城南福祉センターを使用したいので申請します。 

  なお、使用に際しましては、関係条例・規則及びこれらに基づく指示に従うこ 

とを誓約します。                             」 

に、 

「 

使用料合計 円 

                                      」 

を 
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「 

使用料計 円 

冷暖房設備使用料 円 

合計 円 

                                      」 

に改める。 

 様式第２号中 

「 

使用料合計 円 

                                      」 

を 

 

「 

使用料計 円 

冷暖房設備使用料 円 

合計 円 

                                      」 

に改める。 

 様式第４号中 

「 

追加使用料 円 

                                     」 

を 
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「 

冷暖房設備

使用料 
円 円 

追加使用料 円 

追加冷暖房

設備使用料 
円 

                                     」 

に改める。 

 様式第６号中 

「 

追加使用料 円 

                                     」 

を 

「 

冷暖房設備

使用料 
円 円 

追加使用料 円 

追加冷暖房

設備使用料 
円 

                                     」 

に改める。 

 様式第７号中「施設の」を削る。 

 様式第８号中「熊本市城南福祉センター施設使用料減免申請書」を「熊本市城南福

祉センター使用料減免申請書」に、「施設使用料の」を「使用料の」に、 
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「 

使用施設 使用日時 

     年   月   日   時   分～   時   分 

     年   月   日   時   分～   時   分 

     年   月   日   時   分～   時   分 

     年   月   日   時   分～   時   分 

     年   月   日   時   分～   時   分 

     年   月   日   時   分～   時   分 

     年   月   日   時   分～   時   分 

     年   月   日   時   分～   時   分 

減免の理由 
 

 

 」 

を 

「 

使用日時     年   月   日   時   分～   時   分 

使用施設     

冷暖房設備 １ 使用しない ２ 使用する（使用時間   時  分～  時  分） 

予定人数                    人 

減免の理由 
 

 

備考 

 」 

に改める。 

 

附 則 

 この規則は、平成２７年４月１日から施行する。 
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  告   示   

告 示 第 ８ １ 号   
平成２７年２月１６日   

熊本市自転車の安全利用及び駐車対策等に関する条例（昭和６０年条例第３１号）第１２条、第１

３条第２項及び第１６条第１項の規定に基づき、放置自転車を移動・保管したので、同条例第１４条

第１項及び第１６条第２項の規定により、次のとおり告示する。 
熊本市長  大 西 一 史   

１ 自転車が放置されていた場所、移動・保管した年月日、保管の場所及び期間 
(1) 自転車を移動保管した年月日及び放置されていた場所 
ア 平成２７年１月２２日 中央区平成二丁目平成駅前駐輪場、南区富合町清藤４００、南区富 

合町富合駅前駐輪場、北区黒髪五丁目２ 
イ 平成２７年１月２３日 銀座通りエリア、手取エリア、新市街エリア、中央区渡鹿三丁目１ 

１、北区清水亀井町７ 
ウ 平成２７年１月２６日 銀座通りエリア、手取エリア、新市街エリア、西区上熊本二丁目１ 

８、南区田迎一丁目５、並木坂エリア 
エ 平成２７年１月２８日 健軍駐輪場、健軍変電所前駐輪場、中央区新町二丁目３、東区健軍 

本町３０ 
オ 平成２７年１月２９日 銀座通りエリア、手取エリア 
カ 平成２７年１月３０日 銀座通りエリア、手取エリア 
キ 平成２７年２月２日 手取エリア、水道町エリア、東区山ノ神一丁目１ 
ク 平成２７年２月４日 銀座通りエリア、新市街エリア、水道町エリア、西区上熊本二丁目１ 

８、西区上熊本三丁目１、西区蓮台寺三丁目９、北区黒髪六丁目２７ 
ケ 平成２７年２月６日 中央区南熊本三丁目南熊本駅前駐輪場、東区渡鹿八丁目東海学園駅前 

駐輪場 
コ 平成２７年２月９日 手取エリア、新市街エリア 
サ 平成２７年２月１０日 銀座通りエリア、手取エリア、辛島エリア、西区春日三丁目熊本駅 

前、中央区草葉町５－１中央公民館、中央区大江六丁目２５、並木坂 
エリア 

(2) 保管の場所 平成第２自転車保管所 
(3)  保管の期間 平成２７年５月１６日まで 

２ 移動・保管台数 
  自転車 １７４台 
３ 返還事務を行う曜日・時間 
  月曜日から土曜日まで 
  午前１０時から午後４時３０分まで 
  日曜日、祝祭日及び１２月２９日から翌年１月３日までは返還事務を行わない。 
４ 返還を受けるための必要事項 

自転車の返還を受けようとするときは、その住所及び氏名を証する書類、印鑑、自転車の鍵、返

還通知書等当該自転車等の利用者又は所有者であることを証する書類及び移動保管料を市長に提示

等しなければならない。 
５ 連絡先（返還事務を行う場所） 
  平成第２自転車保管所（電話 ０９６－３７０－５６０６） 
  熊本市中央区平成二丁目２３５番（平成跨線橋下） 
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告 示 第 ８ ２ 号   
平成２７年２月１７日   

介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７５条第２項の規定による届出がされたので、同法第７

８条及び同法施行規則（平成１１年厚生省令第３６号）第１３１条の２の規定により、次のとおり告

示する。 
熊本市長  大 西 一 史   

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
 告 示 第 ８ ３ 号   
平成２７年２月１７日   

介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４６条第１項の規定により指定居宅介護支援事業者を次

のとおり指定したので、同法第８５条及び同法施行規則（平成１１年厚生省令第３６号）第１３３条

の２の規定により告示する。 
熊本市長  大 西 一 史   

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
 告 示 第 ８ ４ 号   
平成２７年２月１７日   

介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４１条第１項本文の指定及び同法第５３条第１項本文の

指定をしたので、同法第７８条及び同法施行規則（平成１１年厚生省令第３６号）第１３１条の２並

びに同法第１１５条の１０及び同法施行規則第１４０条の２３の規定により告示する。 
熊本市長  大 西 一 史   

 
 
 

介護保険事業所

番号 

事業所の名称及び所在地 申請者及び主たる事務所の所在地並

びに代表者の氏名 

廃止年月日 サービスの

種類 

４３７０１０８

１３８ 

やさしい手 尾ノ上店 

熊本市東区尾ノ上一丁目３４番７号 

株式会社やさしい手熊本 

熊本市中央区水前寺公園１２－３６ 

代表取締役 末永 浩毅 

平成２７年

３月３１日 

訪問介護 

介護予防訪

問介護 

介護保険事業所

番号 

事業所の名称及び所在地 申請者及び主たる事務所の所在地

並びに代表者の氏名 

指定年月日 サービスの

種類 

４３７０１１０

９４４ 

黒髪しょうぶ苑 

熊本市中央区黒髪五丁目４番３０号 

有限会社九州松栄産業 

熊本市南区田迎一丁目７番１４号

代表取締役 木村 秀雄 

平成２７年 

３月１日 

居宅介護支

援 

介護保険事業所

番号 

事業所の名称及び所在地 申請者及び主たる事務所の所在地並

びに代表者の氏名 

指定年月日 サービスの種類 

４３７０１１０

９５１ 

株式会社ホワシ 

熊本市東区小山五丁目１９番５５号 

株式会社ホワシ 

熊本市東区小山五丁目１９番５５号 

代表取締役 帆鷲 輝誌男 

平成２７年

３月１日 

福祉用具貸与 

介護予防福祉用

具貸与 

４３７０１１０

９５１ 

株式会社ホワシ 

熊本市東区小山五丁目１９番５５号 

株式会社ホワシ 

熊本市東区小山五丁目１９番５５号 

代表取締役 帆鷲 輝誌男 

平成２７年

３月１日 

特定福祉用具販

売 

特定介護予防福

祉用具販売 
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告 示 第 ８ ５ 号   
平成２７年２月１７日   

国税徴収法（昭和３４年法律第１４７号）第５４条の規定に基づく差押調書（謄本）及び同法第１

３１条第３号の規定に基づく配当計算書の送達を受けるべき者の住所及び居所が不明のため、地方税

法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２及び熊本市税条例（昭和２５年告示第８９号）第１３

条の規定に基づき公示する。 
なお、当該書類は熊本市財政局納税課に保管し、送達を受けるべき者の申し出により交付する。 

熊本市長  大 西 一 史   
１ 送達を受けるべき者の住所及び氏名（登載省略） 
  １人 
２ 送達をする書類名 
  差押調書（謄本） 
  配当計算書 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

告 示 第 ８ ９ 号   
平成２７年２月２３日   

国税徴収法（昭和３４年法律第１４７号）第５４条の規定に基づく差押調書（謄本）及び同法第１

３１条第３号の規定に基づく配当計算書の送達を受けるべき者の住所及び居所が不明のため、地方税

法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２及び熊本市税条例（昭和２５年告示第８９号）第１３

条の規定に基づき公示する。 
なお、当該書類は熊本市財政局納税課に保管し、送達を受けるべき者の申し出により交付する。 

熊本市長  大 西 一 史   
１ 送達を受けるべき者の住所及び氏名（登載省略） 

４人 
２ 送達をする書類名 
  差押調書（謄本） 
  配当計算書 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

告 示 第 ９ ０ 号   
平成２７年２月２４日   

  熊本市自転車の安全利用及び駐車対策等に関する条例（昭和６０年条例第３１号）第１２条、第１

３条第２項及び第１６条第１項の規定に基づいて移動・保管した自転車を、同条例第１４条第２項及

び第１６条第２項並びに同条例施行規則（昭和６１年規則第７号）第１８条の規定に基づき売却等を

行うので、同条例施行規則第１７条に基づき次のとおり告示する。 
熊本市長   大 西 一 史 

１ 売却又は廃棄の対象となる自転車の種別、形式、色その他自転車等を特定する事項（登載省略） 
２ 売却又は廃棄の年月日 

平成２７年２月２４日 
３ 売却又は廃棄の台数 

自転車 １３０台 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

告 示 第 ９ １ 号   
平成２７年２月２４日   

 屋外広告物法（昭和２４年法律第１８９号）第８条第２項の規定に基づき保管した広告物又は掲出

物件について、次のとおり告示する。 
                   熊本市長  大 西 一 史   
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＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
告 示 第 ９ ２ 号   
平成２７年２月２５日   

介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７５条第２項の規定による届出がされたので、同法第７

８条及び同法施行規則（平成１１年厚生省令第３６号）第１３１条の２の規定により、次のとおり告

示する。 
熊本市長  大 西 一 史   

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
告 示 第 ９ ３ 号   
平成２７年２月２５日   

介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７５条第２項の規定による届出がされたので、同法第７

８条及び同法施行規則（平成１１年厚生省令第３６号）第１３１条の２の規定により、次のとおり告

示する。 

撤去日 
名称 

又は種類 
数量 撤去場所 

保管 
開始日 

２月５日 はり札等 ２ 高平・近見 ２月６日 

２月９日 はり札等 １０ 
東阿弥陀寺町・小山・富合町

杉島 
２月１０日 

２月１０日 はり札等 ４ 八反田・水前寺・龍田弓削 ２月１１日 

２月１２日 はり札等 ７ 戸島 ２月１２日 

２月１３日 はり札等 ２ 神水・御領 ２月１４日 

２月１６日 
はり札等 ８ 

八反田・西原・長嶺東・鹿子

木町 
２月１７日 

立看板等 ６ 渡鹿・長嶺東・小山・出水 

 
２月１７日 

 

はり札等 ２ 渡鹿 
２月１８日 

立看板等 ８ 楡木・渡鹿 

２月１９日 はり札等 ８ 富合町杉島・新町・高平 ２月２０日 

２月２０日 はり札等 ７ 高平 ２月２１日 

保管場所  熊本市花畑別館 （熊本市中央区花畑町３－１） 

介護保険事業所

番号 

事業所の名称及び所在地 申請者及び主たる事務所の所在地並

びに代表者の氏名 

廃止年月日 サービスの

種類 

４３６０１９０

６４１ 

クリニカルサポート訪問看護ス

テーションくまもと 

熊本市中央区壺川一丁目８－６

４コスモビル２０２ 

株式会社クリニカルサポート 

東京都品川区東五反田５－９－２２ 

代表取締役 小宅 正 

平成２７年 

２月２８日 

訪問看護 

介護予防訪

問看護 
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熊本市長  大 西 一 史   

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
告 示 第 ９ ４ 号   
平成２７年２月２５日   

 国税徴収法（昭和３４年法律第１４７号）第５４条の規定に基づく差押調書（謄本）について、送

達を受けるべき者の住所及び居所が不明のため、送達ができないので、国民健康保険法（昭和３３年

法律第１９２号）第７８条において準用する地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２の

規定により告示する。 
なお、当該書類は、熊本市健康福祉子ども局国保年金課に保管し、送達を受けるべき者の申出によ

り交付する。 
熊本市長  大 西 一 史   

送達を受けるべき者の住所及び氏名（登載省略） 
１人 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

告 示 第 ９ ５ 号   
平成２７年２月２６日   

国税徴収法（昭和３４年法律第１４７号）第８０条の規定に基づく差押解除通知書の送達を受ける

べき者の住所及び居所が不明のため、地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２及び熊本

市税条例（昭和２５年告示第８９号）第１３条の規定に基づき公示する。 
なお、当該書類は熊本市財政局納税課に保管し、送達を受けるべき者の申し出により交付する。 

熊本市長  大 西 一 史   
１ 送達を受けるべき者の住所及び氏名（登載省略） 
  １人 
２ 送達をする書類名 
  差押解除通知書 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

告 示 第 ９ ６ 号   
平成２７年２月２６日   

介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７５条第２項の規定による届出がされたので、同法第７

８条及び同法施行規則（平成１１年厚生省令第３６号）第１３１条の２の規定により、次のとおり告

示する。 
熊本市長  大 西 一 史   

 
 

介護保険事業所

番号 

事業所の名称及び所在地 申請者及び主たる事務所の所在地並

びに代表者の氏名 

廃止年月日 サービスの

種類 

４３７０１０６

４１３ 

社会福祉法人熊本市社会福祉協議会

熊本市南区富合町菰江２９３  

社会福祉法人熊本市社会福祉協議会 

熊本市中央区新町二丁目４－２７ 

会長 潮谷 愛一 

平成２７年 

３月３１日 

訪問介護 

介護予防訪

問介護 

介護保険事業所

番号 

事業所の名称及び所在地 申請者及び主たる事務所の所在地並

びに代表者の氏名 

廃止年月日 サービスの

種類 

４３７０１０２

８４２ 

JA 熊本市訪問介護センターほほえ

み愛 

熊本市南区南熊本一丁目７番２６号

農協熊本市農業共同組合 

熊本市南区南熊本一丁目７番２６号 

代表理事組合長 宮本 隆幸 

平成２７年

３月２６日 

訪問介護 

介護予防訪

問介護 



平成 27 年 3 月 16 日        熊 本 市 公 報        第 1396 号 

- 126 - 

告 示 第 ９ ７ 号   
平成２７年２月２６日   

熊本市放置自動車防止条例（平成１４年条例第３０号）第１７条第２項の規定に基づき、廃物等と

して認定しようとする放置自動車を告示する。 
熊本市長  大 西 一 史   

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
告 示 第 ９ ８ 号   
平成２７年２月２６日   

熊本市放置自動車防止条例（平成１４年条例第３０号）第１７条第２項の規定に基づき、廃物等と

して認定しようとする放置自動車を告示する。 
熊本市長  大 西 一 史   

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
告 示 第 ９ ９ 号   
平成２７年２月２６日   

熊本市放置自動車防止条例（平成１４年条例第３０号）第１７条第２項の規定に基づき、廃物等と

して認定しようとする放置自動車を告示する。 
熊本市長  大 西 一 史   

１ 放置場所 
熊本市南区護藤町１６０８番地１ 

（南区 菰堀緑地） 

２ 放置自動車の形状等

メーカー、車名 種別等 塗色 自動車登録番号標等 車台番号 

ホンダ 

シビック 

小型 

自動車 
白 

鹿児島５２ 

さ１５４ 

ＥＫ３－ 

３０４１３７７ 

３ 移動・保管日時 平成２２年５月２０日 １０時頃 

４ 保管場所 熊本市東区秋津三丁目１７番１号 

５ 連絡先 

熊本市環境局ごみ減量推進課事業ごみ対策室 

熊本市中央区手取本町１番１号 

電話番号 ０９６－３２８－２１１１ 内線２３６５ 

１ 放置場所 
熊本市中央区水道町７番１６号地先 

（市道 水道町第４号線） 

２ 放置自動車の形状等 

メーカー、車名 種別等 塗色 自動車登録番号標等 車台番号 

ホンダ 

ディオ 

原動機付 

自転車 
黒 水俣市あ３４６１ － 

３ 移動・保管日時 平成２５年８月１５日 １５時３０分頃 

４ 保管場所 熊本市北区鹿子木町６６番地 

５ 連絡先 

熊本市環境局ごみ減量推進課事業ごみ対策室 

熊本市中央区手取本町１番１号 

電話番号 ０９６－３２８－２１１１ 内線２３６５ 

１ 放置場所 
熊本市中央区黒髪六丁目８番１９号地先 

（市道 黒髪六丁目第６号線） 

２ 放置自動車の形状等

メーカー、車名 種別等 塗色 自動車登録番号標等 車台番号 

ホンダ 

トゥデイ 

原動機付 

自転車 
黒 

熊本市た 

１３０８０ 

ＡＦ６１ 

１１６７００６
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＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
告 示 第 １ ０ ０ 号   
平成２７年２月２６日   

熊本市放置自動車防止条例（平成１４年条例第３０号）第１７条第２項の規定に基づき、廃物等と

して認定しようとする放置自動車を告示する。 
熊本市長  大 西 一 史   

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
告 示 第 １ ０ １ 号   
平成２７年２月２６日   

 国税徴収法（昭和３４年法律第１４７号）第５４条の規定に基づく差押調書（謄本）について、送

達を受けるべき者の住所及び居所が不明のため、送達ができないので、国民健康保険法（昭和３３年

法律第１９２号）第７８条において準用する地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２の

規定により告示する。 
なお、当該書類は、熊本市健康福祉子ども局国保年金課に保管し、送達を受けるべき者の申出によ

り交付する。 
熊本市長  大 西 一 史   

送達を受けるべき者の住所及び氏名（登載省略） 
１人 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

告 示 第 １ ０ ３ 号   
平成２７年２月２７日   

介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４１条第１項本文の指定したので、同法第７８条及び同

法施行規則（平成１１年厚生省令第３６号）第１３１条の２の規定により告示する。 
熊本市長  大 西 一 史   

３ 移動・保管日時 平成２４年８月６日 １５時３０分頃 

４ 保管場所 熊本市北区鹿子木町６６番地 

５ 連絡先 

熊本市環境局ごみ減量推進課事業ごみ対策室 

熊本市中央区手取本町１番１号 

電話番号 ０９６－３２８－２１１１ 内線２３６５ 

１ 放置場所 
熊本市北区楠四丁目３番２号 

（市営 楠団地内） 

２ 放置自動車の形状等

メーカー、車名 種別等 塗色 自動車登録番号標等 車台番号 

ホンダ 

レブル 
軽二輪 黒 熊本た１４６９ 

ＭＣ３１－ 

１００４５６８ 

３ 移動・保管日時 移動なし 

４ 保管場所 放置場所に同じ 

５ 連絡先 

熊本市環境局ごみ減量推進課事業ごみ対策室 

熊本市中央区手取本町１番１号 

電話番号 ０９６－３２８－２１１１ 内線２３６５ 

介護保険事業所

番号 

事業所の名称及び所在地 申請者及び主たる事務所の所在地並び

に代表者の氏名 

指定年月日 サービスの

種類 
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＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
告 示 第 １ ０ ４ 号   
平成２７年２月２７日   

生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永

住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０号）第１

４条第４項の規定により、医療扶助及び医療支援給付のための医療を担当する機関を指定したので、

同法第５５条の２第１号の規定により告示する。 
熊本市長  大 西 一 史   

医療（施術）機関名称・所在地・開設者氏名 診療科目 指定年月日 
（医科） 
東海クリニック  

内科 平成２７年１月１日 熊本市東区新南部三丁目７番７５号 望星タウンビル１Ｆ

医療法人志博会 理事長 濵岡 昭博 
整形外科金井クリニック  

整形外科、リハビリテ

ーション科 
平成２７年１月１日 熊本市中央区古城町１番６ 

医療法人薫緑会 理事長 金井 隆幸 
しみず整形外科内科クリニック  整形外科、内科、リウ

マチ科、リハビリテー

ション科、麻酔科 
平成２７年１月１日 熊本市南区出仲間六丁目１１番１号 

医療法人しみず会 理事長 清水 泰宏 
（歯科） 
くすのきハロー歯科診療所  

歯科、小児歯科 平成２７年２月１日 熊本市北区楠六丁目１番３７号 
医療法人社団友志会 理事長 長 也寸志 
（薬局） 
むさしが丘薬局  

薬局 平成２６年１２月１日熊本市北区武蔵ケ丘４－１０－８ 
株式会社メビウス 代表取締役 木﨑 宏 
新生堂薬局佐土原店  

薬局 平成２７年２月１日 熊本市東区佐土原三丁目１１－１００ 
株式会社新生堂薬局 代表取締役 水田 雅幸 
長嶺ごふく薬局  

薬局 平成２７年２月１日 熊本市東区長嶺南六丁目２５－３０ 
有限会社エングロー 代表取締役 神山 悟朗 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
告 示 第 １ ０ ５ 号   
平成２７年２月２７日   

生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５０条の２の規定により次の指定医療機関から変更の

届出があったので、同法第５５条の２第２号の規定により告示する。 
熊本市長  大 西 一 史   

 
 

４３７０１１０

９６９ 

サポートセンター かがやき 

熊本市中央区新屋敷一丁目１３－

４ 金倉ビル１Ｆ 

一般社団法人地域生活You&I 

熊本市中央区新屋敷一丁目１３－４

金倉ビル１Ｆ 

代表理事 石嶋 孝晴 

平成２７年 

３月１日 
訪問介護 
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＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
告 示 第 １ ０ ６ 号   
平成２７年２月２７日   

生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５０条の２の規定により次の指定医療機関から廃止の

届出があったので、同法第５５条の２第２号の規定により告示する。 
熊本市長  大 西 一 史   

医療機関名称・所在地・開設者氏名 廃止年月日 
（医科） 
東海クリニック 

平成２６年１２月３１日 熊本市東区新南部三丁目７－７５ 
濵岡 昭博   
整形外科金井クリニック 

平成２６年１２月３１日 熊本市中央区古城町１番６ 
金井 隆幸   
しみず整形外科内科クリニック 

平成２６年１２月３１日 熊本市南区出仲間六丁目１１番１号 
清水 泰宏   
（薬局） 
武蔵ケ丘調剤薬局 

平成２６年１１月３０日 熊本市北区武蔵ケ丘４－１０－１１ 
株式会社メビウス  代表取締役 木﨑 宏 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
告 示 第 １ ０ ７ 号   
平成２７年２月２７日   

生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項、中国残留邦人等の円滑な帰国の促

進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０号）第１４条第４項の規定により、

介護扶助及び介護支援給付のための介護を担当する機関を指定したので、同法第５５号の２第１号の

規定により告示する。 
熊本市長  大 西 一 史   

医療（施術）機関名称・所在地・開設者氏名 変更年月日 変更事由 
（医科） 

新 
北熊本井上産婦人科医院 

平成２２年２月２２日 所在地変更 

熊本市北区鶴羽田一丁目１４番２７号 
医療法人社団育成会 理事長 井上 悟 

旧 
北熊本井上産婦人科医院 
熊本市鶴羽田町５９５番地２ 
医療法人社団育成会 理事長 井上 悟 

介護機関名称・所在地・開設者氏名 事業の種類 指定年月日 
安田歯科医院 

居宅療養管理指導 平成２６年１１月１３日熊本市西区河内町船津１９６１－１１ 
医療法人 安田会 理事長 安田 孝直 
かがやき薬局 居宅療養管理指導・

介護予防居宅療養管

理指導 
平成２７年２月６日 熊本市西区新土河原二丁目３－４６ 

有限会社 ミッテル 代表取締役 篠原 節 
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＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
告 示 第 １ ０ ８ 号   
平成２７年２月２７日   

生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第４項の規定により次の指定介護機関から

変更の届出があったので、同法第５５条の２第２号の規定により告示する。 
熊本市長  大 西 一 史   

介護機関名称・所在地・開設者氏名 変更年月日 変更事由 
みらいデイサービス熊本南 

平成２７年２月１日 名称変更 熊本市南区城南町下宮地４２９－１ 
㈱ みらい 代表取締役 園田 修 
熊本市社会福祉事業団秋津居宅介護支援事業所 

平成２６年４月１日 名称変更 
熊本市東区秋津三丁目１７－１７ 
社会福祉法人 熊本市社会福祉事業団 
理事長 奥村 康雄 
訪問介護事業所 ひまわり熊本 

平成２７年２月１日 名称変更・所在地変更熊本市南区南高江三丁目２－９３－１０２ 
株式会社エヌ・ビー・ラボ 代表取締役 清原 晃 
ヘルパーステーションなでしこ 

平成２４年５月１日 所在地変更 熊本市中央区北千反畑２－２ ２F 
ヘルパーステーションなでしこ 髙本 久美子 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

告 示 第 １ ０ ９ 号   
平成２７年２月２７日   

生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第４項の規定により次の指定介護機関から

廃止の届出があったので、同法第５５条の２第２号の規定により告示する。 
熊本市長  大 西 一 史   

介護機関名称・所在地・開設者氏名 廃止年月日 
竹下歯科医院 

平成１２年８月３１日 熊本市北区西梶尾町４７４－２ 
竹下 憲治  

 
 
 

くまもと西部薬局 居宅療養管理指導・

介護予防居宅療養管

理指導 
平成２７年２月１０日 熊本市中央区古城町１番２号 

一般社団法人 熊本市薬剤師会 会長 村瀬 元治

竹下歯科医院 
居宅療養管理指導 平成２７年２月１０日 熊本市北区四方寄町１４５８－５ 

医療法人 青竹会 理事長 竹下 憲治 
KOBケアサービス 

訪問介護・介護予防

訪問介護 
平成２７年２月１日 熊本市東区若葉六丁目１１番８号 

合同会社 KOB 代表社員 大坂 良司 
ヘルパーステーションななみ 

訪問介護・介護予防

訪問介護 
平成２７年２月１日 熊本市南区富合町杉島１１２７ 

株式会社 ひまわり 代表取締役 近藤 大地 
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告 示 第 １ １ ０ 号   
平成２７年２月２７日   

 市道の区域を次のように変更するので、道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規

定に基づき告示する。 
その関係書類は、告示の日から２週間、熊本市都市建設局土木管理課において一般の縦覧に供する。 

  熊本市長  大 西 一 史   

整理番号 
 

路線名 
 

道路の区域 

区 間 
旧新

の別

敷地の幅

員（ｍ） 
延長 
（ｍ） 

９－１０３６ 
室園町第２

５号線 

北区室園町５１番２地先から 
北区室園町５９番２地先まで 

旧 
１０．５ 

～ 
３９．５ 

３６．７

北区室園町５１番２地先から 
北区室園町５９番２地先まで 

新 
１０．５ 

～ 
３９．５ 

３６．７

４０３３ 
室園町麻生

田１丁目第

１号線 

北区室園町６１番地先から 
北区清水万石三丁目２４０番５地先まで

旧 
６．５ 

～ 
７．２ 

１２１．２

北区室園町６１番地先から 
北区清水万石三丁目２４０番５地先まで

新 
６．５ 

～ 
１２．８ 

１２１．２

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
告 示 第 １ １ １ 号   
平成２７年２月２７日   

 市道の供用を開始するので、道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき

告示する。 
その関係書類は、告示の日から２週間、熊本市都市建設局土木管理課において一般の縦覧に供する。 

熊本市長  大 西 一 史   

整理番号 
 

路線名 
 

道路の区域 
供用開始の期日 

区 間 

９－１０３６ 
室園町第２５号

線 
北区室園町２６番１地先から 
北区室園町５９番２地先まで 

平成２７年２月２７日

４０３３ 
室園町麻生田１

丁目第１号線 
北区室園町６１番地先から 
北区清水万石三丁目２４０番５地先まで

平成２７年２月２７日
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  公   告   

公 告 第 １ ５ ２ 号 

平成２７年２月１７日 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項において準用する同法第１９条第１

項の規定により、都市計画を変更したいので、同法第２１条第２項において準用する同法第１７

条第１項の規定により、次のとおり公告し、当該都市計画の案を公衆の縦覧に供する。 

 なお、熊本市の住民並びに利害関係人は、縦覧期間の満了の日までに縦覧に供された都市計画

の案について熊本市に意見書を提出することができる。 

熊本市長  大 西 一 史    

１ 都市計画の種類 

熊本都市計画区域区分の変更 

２ 都市計画の変更に係る土地の区域 

(1) 市街化区域に編入する区域 

熊本市東区佐土原３丁目の一部、西区池上町の一部、北区植木町岩野、植木町小野、植木

町滴水、植木町一木、植木町広住及び楠６丁目の各一部 

(2) 市街化調整区域に編入する区域 

熊本市中央区川端町、細工町５丁目及び古桶屋町の各一部、南区上ノ郷２丁目及び薄場１

丁目の各一部、北区泗水町南田尻の全域 

３ 都市計画の案の縦覧場所 

  熊本市都市建設局都市政策課 

東区役所総務企画課 

  西区役所総務企画課 

  南区役所総務企画課 

  北区役所総務企画課 

４ 縦覧期間 

  平成２７年２月１７日から平成２７年３月３日まで 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
公 告 第 １ ５ ３ 号   
平成２７年２月１７日   

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項において準用する同法第１９条第１項の

規定により、都市計画を変更したいので、同法第２１条第２項において準用する同法第１７条第１項

の規定により、次のとおり公告し、当該都市計画の案を公衆の縦覧に供する。 
 なお、熊本市の住民並びに利害関係人は、縦覧期間の満了の日までに縦覧に供された都市計画の案

について熊本市に意見書を提出することができる。 
熊本市長  大 西 一 史   

１ 都市計画の種類 
熊本都市計画用途地域の変更 

２ 都市計画の変更に係る土地の区域 
熊本市中央区川端町、細工町５丁目及び古桶屋町の各一部、東区佐土原３丁目の一部、西区池上

町の一部、南区薄場１丁目、上ノ郷２丁目及び刈草１丁目の各一部、北区植木町岩野、植木町小野、

植木町滴水、植木町一木、植木町広住及び楠６丁目の各一部 
３ 都市計画の案の縦覧場所 
  熊本市都市建設局都市政策課 
  東区役所総務企画課 
  西区役所総務企画課 
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  南区役所総務企画課 
  北区役所総務企画課 
４ 縦覧期間 
  平成２７年２月１７日から平成２７年３月３日まで 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

公 告 第 １ ５ ４ 号   
平成２７年２月１７日   

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項において準用する同法第１９条第１項の

規定により、都市計画を変更したいので、同法第２１条第２項において準用する同法第１７条第１項

の規定により、次のとおり公告し、当該都市計画の案を公衆の縦覧に供する。 
 なお、熊本市の住民並びに利害関係人は、縦覧期間の満了の日までに縦覧に供された都市計画の案

について熊本市に意見書を提出することができる。 
熊本市長  大 西 一 史   

１ 都市計画の種類 
熊本都市計画特別用途地区の変更 

２ 都市計画の変更に係る土地の区域 
熊本市南区上ノ郷２丁目及び刈草１丁目の各一部 

３ 都市計画の案の縦覧場所 
  熊本市都市建設局都市政策課 
  東区役所総務企画課 
  西区役所総務企画課 
  南区役所総務企画課 
  北区役所総務企画課 
４ 縦覧期間 
  平成２７年２月１７日から平成２７年３月３日まで 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

公 告 第 １ ５ ５ 号   
平成２７年２月１７日   

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項において準用する同法第１９条第１項の

規定により、都市計画を変更したいので、同法第２１条第２項において準用する同法第１７条第１項

の規定により、次のとおり公告し、当該都市計画の案を公衆の縦覧に供する。 
 なお、熊本市の住民並びに利害関係人は、縦覧期間の満了の日までに縦覧に供された都市計画の案

について熊本市に意見書を提出することができる。 
熊本市長  大 西 一 史   

１ 都市計画の種類 
熊本都市計画防火地域及び準防火地域の変更 

２ 都市計画の変更に係る土地の区域 
熊本市中央区川端町、細工町５丁目及び古桶屋町の各一部 

３ 都市計画の案の縦覧場所 
  熊本市都市建設局都市政策課 
  東区役所総務企画課 
  西区役所総務企画課 
  南区役所総務企画課 
  北区役所総務企画課 
４ 縦覧期間 
  平成２７年２月１７日から平成２７年３月３日まで 
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公 告 第 １ ５ ６ 号   
平成２７年２月１７日   

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第１９条第１項の規定により、都市計画を決定したいの

で、同法第１７条第１項の規定により、次のとおり公告し、当該都市計画の案を公衆の縦覧に供する。 
 なお、熊本市の住民並びに利害関係人は、縦覧期間の満了の日までに縦覧に供された都市計画の案

について熊本市に意見書を提出することができる。 
熊本市長  大 西 一 史   

１ 都市計画の種類及び名称 
熊本都市計画地区計画の決定 佐土原３丁目（その２）地区地区計画 

２ 都市計画の変更に係る土地の区域 
熊本市東区佐土原３丁目の一部 

３ 都市計画の案の縦覧場所 
  熊本市都市建設局都市政策課 
  東区役所総務企画課 
４ 縦覧期間 
  平成２７年２月１７日から平成２７年３月３日まで 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

公 告 第 １ ５ ７ 号   
平成２７年２月１７日   

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第１９条第１項の規定により、都市計画を決定したいの

で、同法第１７条第１項の規定により、次のとおり公告し、当該都市計画の案を公衆の縦覧に供する。 
 なお、熊本市の住民並びに利害関係人は、縦覧期間の満了の日までに縦覧に供された都市計画の案

について熊本市に意見書を提出することができる。 
熊本市長  大 西 一 史   

１ 都市計画の種類及び名称 
熊本都市計画地区計画の決定 佐土原２丁目地区地区計画 

２ 都市計画の変更に係る土地の区域 
熊本市東区佐土原２丁目の一部 

３ 都市計画の案の縦覧場所 
  熊本市都市建設局都市政策課 
  東区役所総務企画課 
４ 縦覧期間 
  平成２７年２月１７日から平成２７年３月３日まで 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

公 告 第 １ ５ ９ 号   
平成２７年２月１７日   

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定により、開発行為に関する工事が

完了したので、次のとおり公告する。 
熊本市長  大 西 一 史   

１ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称及び面積 
熊本市東区画図町大字下無田字宮ノ本１４６番１、１４６番３、２１２０番２、２１２０番４、 

２１２０番５ 
４２９．５３平方メートル 

２ 許可を受けた者の住所及び氏名 
  熊本市東区画図町大字下無田 
  氏名 登載省略 
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公 告 第 １ ６ ４ 号   
平成２７年２月１８日   

熊本市まちづくりコンサルタント派遣要綱に基づき、熊本市が地元まちづくり団体へ派遣する「ま

ちづくりコンサルタント」の登録者を募集するので、次のとおり公告する。 
                            熊本市長  大 西 一 史   

１ 派遣業務の概要 
まちづくりコンサルタントは、次の各号に掲げる業務、その他必要な業務を行い、派遣委託に当 

たっては、登録を受けた者の中から決定するものとする。 
(1) まちづくりの関連法、条例、地区計画、建築協定等に関する勉強会等の実施 
(2) 計画区域等の現況調査 
(3) 住民のまちづくり計画への助言及び技術的サポート 
(4) 将来予想図等の作成 

２ 登録者の資格 
次の各号を満たす者とする。 

(1) 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しない者 
(2) 都市計画に関する法令等を熟知し、特に地区計画、建築協定等のまちづくりに関し、次の各号

のいずれかの資格を有し、かつ実務経験を有する者 
   ア 一級建築士 

イ 二級建築士 
ウ 技術士（建設部門（都市及び地方計画）） 

(3) 熊本市内に営業所等を有する者 
(4) 業務を適正に遂行するための能力審査において、不適格であると判断されない者 
(5) 法人である者 
(6) 熊本市業務委託契約等競争入札参加資格者名簿（熊本市総務局契約検査総室）に登録されてい

る者 
(7) 市税の滞納がない者 
(8) 熊本市が締結する契約等からの暴力団等の排除措置要綱（平成１８年告示第１０５号）第３条 
第１号に該当する者でないこと 

３ 登録申請の時期及び方法 
登録を希望する者は、登録に要する関係書類に平成２７年４月１日を基準として必要な事項を記

入し、平成２７年２月１８日（水）から平成２７年３月３日（火）までの間に熊本市都市建設局都

市政策課に提出しなければならない。 
申請書様式は、平成２７年２月１８日（水）から平成２７年３月３日（火）まで同課にて配付す

る。（あるいは、同期間において熊本市ホームページからもダウンロードすることができる。） 
４ 登録の決定及び通知 

都市政策課において選考を行い、申請者に対して審査の結果を通知する。 
５ 登録の有効期間 

登録の有効期間は、決定通知の日から２年間とする。 
６ 提出先及び問い合わせ先 

熊本市都市建設局都市政策課  
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

公 告 第 １ ６ ５ 号   
平成２７年２月１８日   

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定により、開発行為に関する工事が

完了したので、次のとおり公告する。 
熊本市長  大 西 一 史   
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１ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称及び面積 
熊本市北区植木町亀甲字西池上２０５３番４ 
４４１．１０平方メートル 

２ 許可を受けた者の住所及び氏名 
  熊本市北区植木町一木 
  氏名 登載省略 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 公 告 第 １ ６ ６ 号   
平成２７年２月１８日   

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定により、開発行為に関する工事が

完了したので、次のとおり公告する。 
  熊本市長  大 西 一 史   

１ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称及び面積 
  熊本市北区清水万石一丁目５０番１、５１番１、５１番２、５２番  
   １，７０４．１０平方メートル 
２ 許可を受けた者の住所及び氏名 
  熊本市中央区水前寺三丁目１１番８号 
  有限会社 中外不動産 
   代表取締役 堤 泰宏 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

公 告 第 １ ６ ７ 号   
平成２７年２月１９日   

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定により、開発行為に関する工事が

完了したので、次のとおり公告する。 
熊本市長  大 西 一 史   

１ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称及び面積 
熊本市東区上南部二丁目１５１８番２ 
１，２５３．８０平方メートル 

２ 許可を受けた者の住所及び氏名 
  熊本市東区上南部一丁目 
  氏名 登載省略 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

公 告 第 １ ７ １ 号   
平成２７年２月２０日   

 土地区画整理法（昭和２９年法律第１１９号）第５８条第１項の規定による熊本都市計画事業植木

中央土地区画整理審議会の委員の選挙期日を平成２７年５月１０日と定めたので、土地区画整理法施

行令（昭和３０年政令第４７号）第１９条の規定により公告する。 
 なお、この選挙について同令第２０条の規定により作成する選挙人名簿を、次のとおり公衆の縦覧

に供する。 
熊本市長  大 西 一 史   

１ 縦覧期間   平成２７年３月２５日から平成２７年４月７日まで 
２ 縦覧時間   午前８時３０分から午後５時１５分まで 
３ 縦覧場所   熊本市北区植木町岩野２３８番地１ 
         都市建設局 植木中央土地区画整理事業所 
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公 告 第 １ ７ ３ 号   
平成２７年２月２０日   

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定により、開発行為に関する工事が

完了したので、次のとおり公告する。 
熊本市長  大 西 一 史   

１ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称及び面積 
熊本市北区太郎迫町字南尾迫３７番８（仮地番） 

  ４９８．２９平方メートル 
２ 許可を受けた者の住所及び氏名 
  熊本市北区改寄町 
  氏名 登載省略 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

公 告 第 １ ７ ４ 号   
平成２７年２月２０日   

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定により、開発行為に関する工事が

完了したので、次のとおり公告する。 
熊本市長 大 西 一 史   

１ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称及び面積 
熊本市東区画図町大字所島字石町２９５番３、２９７番１、２９７番３ 

  ４８２．３４平方メートル 
２ 許可を受けた者の住所及び氏名 
  熊本市東区画図町大字所島 
  氏名 登載省略 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

公 告 第 １ ７ ５ 号   
平成２７年２月２０日   

 農業振興地域の整備に関する法律（昭和４４年法律第５８号）第８条第１項の規定に基づく植木農

業振興地域整備計画の一部を次のとおり変更したので、同法第１３条第４項において準用する同法第

１２条第２項の規定により次の場所において縦覧に供する。 
熊本市長  大 西 一 史   

１ 変更内容                                                               

番号 変更しようとする土地の所在 面積（a） 変更理由 

１ 
菊池市泗水町南田島字佐野田８６３－１ 
外３筆 

３３ 
土地改良事業に伴う境界変

更（編入） 

２ 
熊本市北区植木町平井字佐野河原１７１７－２

外５筆 
３３ 

土地改良事業に伴う境界変

更（除外） 
２ 縦覧場所 

熊本市農水商工局農業政策課 
熊本市北区役所農業振興課 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
 公 告 第 １ ７ ９ 号   
平成２７年２月２３日   

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定により、開発行為に関する工事が

完了したので、次のとおり公告する。 
  熊本市長  大 西 一 史   
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１ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称及び面積 
  熊本市西区池亀町７１４番、７１５番１ 

  ２，４５３．４０平方メートル 
２ 許可を受けた者の住所及び氏名 
  熊本市東区健軍本町５４番５号 
  株式会社 丸山住宅 
   代表取締役 丸山 龍光 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 公 告 第 １ ８ １ 号   
平成２７年２月２４日   

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定により、開発行為に関する工事が

完了したので、次のとおり公告する。 
  熊本市長  大 西 一 史   

１ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称及び面積 
  熊本市南区野口二丁目２６８番１ 

９７８．７９平方メートル 
２ 許可を受けた者の住所及び氏名 
  熊本市中央区平成三丁目１６番２７号 
  株式会社 九建ホーム 
   代表取締役 福嶋 正夫 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

   公 告 第 １ ９ １ 号   
平成２７年２月２４日   

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定により、開発行為に関する工事が

完了したので、次のとおり公告する。 
  熊本市長  大 西 一 史   

１ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称及び面積 
  熊本市東区小山二丁目４３５番、４４９番２の一部  

  ２，８３４．４７平方メートル 
２ 許可を受けた者の住所及び氏名 
  熊本市東区小山一丁目 
  氏名 登載省略 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

公 告 第 ２ ０ ６ 号   
平成２７年２月２５日   

 都市再開発法（昭和４４年法律第３８号）第５０条の６第１項の規定により準用する同法第１６条

第１項の規定に基づき、熊本都市計画桜町地区第一種市街地再開発事業の規準及び事業計画を次のと

おり公衆の縦覧に供するため、都市再開発法施行令（昭和４４年政令第２３２号）第３条の規定によ

り、下記のとおり公告する。 
 なお、当該市街地再開発事業に関係のある土地若しくはその土地に定着する物件について権利を有

する者又は同法第５０条の３第１項第５号の特定事業参加者は、縦覧に供された事業計画について意

見があるときは、下記５に規定する日までに、熊本市長に意見書を提出することができる。 
 ただし、都市計画において定められた事項については、この限りではない。 

熊本市長  大 西 一 史   
１ 縦覧開始の日 平成２７年２月２６日 
２ 縦覧の場所 
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  熊本市中央区手取本町１番１号 
  熊本市都市建設局都心活性推進課（本庁舎９階） 
３ 縦覧期間 
  平成２７年２月２６日から平成２７年３月１１日まで 

（土曜日・日曜日を除く。） 
４ 縦覧時間 
  午前８時３０分から午後５時１５分まで 
５ 意見書の提出期限 
  平成２７年３月２５日 
６ 意見書の提出先 
  熊本市中央区手取本町１番１号 
  熊本市都市建設局都心活性推進課（本庁舎９階） 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

公 告 第 ２ １ １ 号   
平成２７年２月２７日   

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定により、開発行為に関する工事が

完了したので、次のとおり公告する。 
熊本市長  大 西 一 史   

１ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称及び面積 
熊本市東区戸島西四丁目３５３２番３、３５３２番５、３５３２番１９ 

  ４９９．３０平方メートル 
２ 許可を受けた者の住所及び氏名 
  熊本市東区戸島西四丁目 
  氏名 登載省略 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

  中 央 区   

  中 央 区 告 示 第 ５ 号   
        平成２７年２月２６日   

 住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）第８条、住民基本台帳法施行令（昭和４２年政令第２

９２号）第８条及び第１２条第１項の規定により、次の者の住民票を平成２７年２月９日に職権によ

り消除したので、同条第４項の規定により告示する。 
                    熊本市中央区長  前 渕 啓 子   

 以下、登載省略 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

中 央 区 告 示 第 ６ 号   
         平成２７年２月２６日   

 住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）第８条、住民基本台帳法施行令（昭和４２年政令第２

９２号）第８条及び第１２条第１項の規定により、次の者の住民票を平成２７年２月１９日に職権に

より消除したので、同条第４項の規定により告示する。 
                    熊本市中央区長  前 渕 啓 子   

 以下、登載省略 
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  西   区   

    西 区 告 示 第 ３ 号   
        平成２７年２月１６日   

 住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）第８条、住民基本台帳法施行令（昭和４２年政令第２

９２号）第８条及び第１２条第１項の規定により、次の者の住民票を平成２７年２月６日に職権によ

り消除したので、同条第４項の規定により告示する。 
           熊本市西区長  永 田 剛 毅   

 以下、登載省略 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 西 区 告 示 第 ４ 号   
        平成２７年２月１７日   

 住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）第８条、住民基本台帳法施行令（昭和４２年政令第２

９２号）第８条及び第１２条第１項の規定により、次の者の住民票を平成２７年２月１２日に職権に

より消除したので、同条第４項の規定により告示する。 
              熊本市西区長  永 田 剛 毅   

 以下、登載省略 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 上 下 水 道 局  

上下水道局告示第８号   
平成２７年２月１６日   

次の者を熊本市上下水道局指定給水装置工事事業者として指定したので、熊本市上下水道局指定給

水装置工事事業者規程（平成１０年水道局規程第５号）第１０条第１号の規定により告示する。 
熊本市上下水道事業管理者  寺 田 勝 博   

指定番号 事業所所在地・名称・代表者名 指定年月日 

第７７４号 
熊本市東区尾ノ上二丁目１１番１８号 
有限会社肥後企画 
代表取締役 和泉 孝士郎 

平成２７年２月１２日 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
上下水道局告示第９号   
平成２７年２月２３日   

次の者から給水装置工事の事業の廃止の届出があったので、熊本市上下水道局指定給水装置工事事

業者規程（平成１０年水道局規程第５号）第１０条第２号の規定により告示する。 
熊本市上下水道事業管理者  寺 田 勝 博   

指定番号 事業所所在地・名称・代表者名 廃止年月日 

第６０９号 
熊本市南区富合町上杉４０９番地１ 
亜細亜企画 
代表者 橋本 太 

平成２７年２月１０日 
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 教 育 委 員 会  

教 委 告 示 第 ３ 号   
平成２７年２月２４日   

熊本市立小学校及び中学校通学区域（平成２６年教委告示第３号）の一部を次のように改正する。 
熊本市教育委員会委員長  﨑 元 達 郎   

１ 住居表示整備によるもの 
(1) 小学校通学区域表中 

「 

松尾東小 西区 松尾町上松尾   1番地～3561番地 

松尾西小 西区 
松尾町上松尾   

無番地、 

3562番地～5342番地 

松尾町近津   全域 

」 

を 

「 

松尾東小 西区 

上松尾町   全域 

中松尾町   全域 

松尾1丁目 全域   

松尾2丁目 
29 番 10 号を除く

松尾2丁目全域 
  

松尾西小 西区 
西松尾町   

無番地、 

3562番地～5342番地 

松尾町近津   全域 

」 

に改め、 

「 

小島小 西区 

小島上町   全域 

小島下町   全域 

小島1丁目 全域   

小島2丁目 全域   

小島3丁目 全域   

小島4丁目 全域   

小島5丁目 全域   

小島6丁目 全域   

小島7丁目 全域   

小島8丁目 全域   

小島9丁目 全域   



平成 27 年 3 月 16 日        熊 本 市 公 報        第 1396 号 

- 142 - 

」 

を 

「 

小島小 西区 

小島上町   全域 

小島下町   全域 

小島1丁目 全域   

小島2丁目 全域   

小島3丁目 全域   

小島4丁目 全域   

小島5丁目 全域   

小島6丁目 全域   

小島7丁目 全域   

小島8丁目 全域   

小島9丁目 全域   

松尾2丁目 29番10号   

」 

に改める。 

 

(2) 中学校通学区域表中 

「 

城西中 西区 

松尾町上松尾   1番地～3561番地 松尾東小

松尾町上松尾   
無番地、 

3562番地～5342番地 松尾西小

松尾町近津   全域 

松尾町平山   1番地～1295番地 松尾北小

小島上町   全域 

小島小 

小島下町   全域 

小島1丁目 全域   

小島2丁目 全域   

小島3丁目 全域   

小島4丁目 全域   

小島5丁目 全域   

小島6丁目 全域   

小島7丁目 全域   

小島8丁目 全域   

小島9丁目 全域   

沖新町   全域 

中島小 

新港1丁目   全域 

新港2丁目   全域 

中島町   全域 

中原町   全域 
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」 

を 

「 

城西中 西区 

上松尾町   全域 

松尾東小

中松尾町   全域 

松尾1丁目 全域   

松尾2丁目 

29番10号を除

く松尾2丁目全

域 

  

西松尾町   
無番地、 

3562番地～5342番地 松尾西小

松尾町近津   全域 

松尾町平山   1番地～1295番地 松尾北小

小島上町   全域 

小島小 

小島下町   全域 

小島1丁目 全域   

小島2丁目 全域   

小島3丁目 全域   

小島4丁目 全域   

小島5丁目 全域   

小島6丁目 全域   

小島7丁目 全域   

小島8丁目 全域   

小島9丁目 全域   

松尾2丁目 29番10号   

沖新町   全域 

中島小 

新港1丁目   全域 

新港2丁目   全域 

中島町   全域 

中原町   全域 

」 

に改める。 

 

２ その他 

(1) 小学校通学区域表中 

「 

壺川小 中央区 

内坪井町 全域  

京町本丁 

1番1号～22号、 

1番32号～84号、 

5番1号～24号、 

5番54号～105号、 

6番1号～54号、 

6番62号～110号、 

7番～10番 
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京町1丁目 全域  

京町2丁目 全域  

壺川1丁目 全域  

壺川2丁目 全域  

坪井1丁目 

1番、 

4番、5番、 

7番～9番 

 

坪井3丁目 1番～4番  

坪井4丁目 
1番1号～10号、 

1番27号～39号 
 

坪井5丁目 全域  

二の丸 3番  

古京町 

1番、 

2番、 

3番1号～2号 

 

北区 津浦町 

1番～3番、 

4番1号～5号、 

4番15号～28号、 

5番、 

7番17号～58号、 

10番20号～22号、 

10番25号、 

11番～13番 

 

」 

を 

「 

壺川小 中央区 

内坪井町 全域  

京町本丁 

1番1号～22号、 

1番32号～84号、 

5番1号～24号、 

5番54号～105号、 

6番1号～54号、 

6番62号～110号、 

7番～10番 

 

京町1丁目 全域  

京町2丁目 全域  

壺川1丁目 全域  

壺川2丁目 全域  

坪井1丁目 

1番、 

4番、5番、 

7番～9番 
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坪井3丁目 1番～4番  

坪井4丁目 
1番1号～10号、 

1番27号～39号 
 

坪井5丁目 全域  

二の丸 3番  

古京町 

1番、 

2番、 

3番1号～2号 

 

北区 津浦町 

1番～3番、 

4番1号～5号、 

4番15号～28号、 

5番、 

7番3号、 

7番17号～58号、 

10番20号～22号、 

10番25号、 

11番～13番 

 

」 

に改め、 

「 

向山小 中央区 

琴平本町 
3番36号～53号、 

4番41号～53号 
  

十禅寺町   全域 

十禅寺1丁目 全域   

平成1丁目 

1番～3番、 

17番1号～6号、 

17番17号～18号 

  

平成2丁目 

1番、 

2番26号、 

9番～19番 

  

平成3丁目 

1番、 

7番、 

8番、 

15番～25番 

  

本荘町   全域 

本荘5丁目 

6番1号～2号、 

6番16号～19号、 

7番1号～2号、 

7番11号 

  

迎町1丁目 全域   

迎町2丁目 
1番～5番、 

6番11号～19号 
  

本山町   全域 
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本山1丁目 全域   

本山2丁目 全域   

本山3丁目 全域   

本山4丁目 全域   

世安町   全域 

」 

を 

「 

向山小 中央区 

琴平本町 
3番36号～53号、 

4番41号～53号 
  

十禅寺町   全域 

十禅寺1丁目 全域   

平成1丁目 

1番～3番、 

17番1号～6号、 

17番17号～18号 

  

平成2丁目 

1番、 

2番26号、 

9番～19番 

  

平成3丁目 

1番、 

7番、 

8番、 

15番～25番 

  

本荘町   全域 

本荘5丁目 

6番1号～2号、 

6番16号～19号、 

7番1号～2号、 

7番11号、 

7番18号 

  

迎町1丁目 全域   

迎町2丁目 
1番～5番、 

6番11号～19号 
  

本山町   全域 

本山1丁目 全域   

本山2丁目 全域   

本山3丁目 全域   

本山4丁目 全域   

世安町   全域 

」 

に改め、 
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「 

託麻西小 東区 

御領1丁目 全域  

御領2丁目 全域  

御領3丁目 全域  

御領4丁目 全域  

御領5丁目 全域  

御領6丁目 
1番～3番、 

6番～9番 
 

御領7丁目 1番  

御領8丁目 

1番～10番、 

11番15号、 

11番35号、 

12番1号、 

12番31号 

 

下南部2丁目 全域  

下南部3丁目 4番～17番  

長嶺西1丁目 全域  

長嶺西2丁目 全域  

長嶺西3丁目 全域  

長嶺東1丁目 9番  

長嶺東8丁目 15番  

西原3丁目 

1番30号、 

1番35号、 

1番59号、 

1番73号、 

1番75号～78号、 

1番83号、 

3番～5番 

 

八反田1丁目 

3番10号～73号、 

4番、 

5番3号～16号、 

6番、 

10番6号～14号、 

12番6号～21号、 

13番～18番 

 

八反田2丁目 全域  

八反田3丁目 

1番～5番、 

7番～21番、 

22番1号～25号、 

22番42号～73号 

 

」 
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を 

「 

託麻西小 東区 

御領1丁目 全域  

御領2丁目 全域  

御領3丁目 全域  

御領4丁目 全域  

御領5丁目 全域  

御領6丁目 
1番～3番、 

6番～9番 
 

御領7丁目 1番  

御領8丁目 

1番～10番、 

11番15号、 

11番35号、 

12番1号、 

12番31号 

 

下南部2丁目 全域  

下南部3丁目 4番～17番  

長嶺西1丁目 全域  

長嶺西2丁目 全域  

長嶺西3丁目 全域  

長嶺東1丁目 9番  

長嶺東8丁目 15番  

西原3丁目 

1番30号、 

1番35号、 

1番59号、 

1番61号、 

1番73号、 

1番75号～78号、 

1番83号、 

3番～5番 

 

八反田1丁目 

3番10号～73号、 

4番、 

5番3号～16号、 

6番、 

10番6号～14号、 

12番6号～21号、 

13番～18番 

 

八反田2丁目 全域  

八反田3丁目 

1番～5番、 

7番～21番、 

22番1号～25号、 
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22番42号～73号 

」 

に改め、 

「 

麻生田小 北区 

麻生田1丁目 全域  

麻生田2丁目 

1番～5番、 

6番1号～11号、 

7番～12番、 

14番1号～13号、 

14番150号～170号 

 

麻生田3丁目 全域  

麻生田4丁目 
1番、 

3番～28番 
 

麻生田5丁目 全域  

兎谷3丁目 
1番～4番、 

6番 
 

清水新地3丁目 
5番1号～33号、 

6番～7番 
 

清水新地5丁目 9番～16番  

清水新地6丁目 全域  

清水新地7丁目 全域  

清水岩倉2丁目 
7番25号～58号、 

8番～24番 
 

清水岩倉3丁目 

1番～24番1号、 

24番5号～6号、 

25番20号～22号 

 

」 

を 

「 

麻生田小 北区 

麻生田1丁目 全域  

麻生田2丁目 

1番～5番、 

6番1号～11号、 

7番～12番、 

14番1号～13号、 

14番150号～170号 

 

麻生田3丁目 全域  

麻生田4丁目 
1番、 

3番～28番 
 

麻生田5丁目 全域  

兎谷3丁目 
1番～4番、 

6番 
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清水新地3丁目 

5番1号～33号、 

5番147号、 

6番～7番 

 

清水新地5丁目 9番～16番  

清水新地6丁目 全域  

清水新地7丁目 全域  

清水岩倉2丁目 
7番25号～58号、 

8番～24番 
 

清水岩倉3丁目 

1番～24番1号、 

24番5号～6号、 

25番20号～22号 

 

」 

に改め、 

「 

菱形小 北区 

植木町上古閑   全域 

植木町円台寺   全域 

植木町木留   全域 

植木町大和   全域 

植木町滴水   

1141番地～1141番地99、 

1414番地～1705番地99、 

1756番地6 

植木町轟   

以下を除く植木町轟全域 

619番地～619番地99、 

625番地～625番地99、 

1873番地～1873番地99、 

2513番地～2513番地99  

植木町那知   全域 

植木町平野   

321番地2、 

347番地2、 

347番地7、 

348番地2 

植木町辺田野   全域 

」 

を 

「 

菱形小 北区 

植木町上古閑   全域 

植木町円台寺   全域 

植木町木留   全域 

植木町大和   全域 

植木町滴水   
1141番地～1141番地99、 

1414番地～1705番地99、 



平成 27 年 3 月 16 日        熊 本 市 公 報        第 1396 号 

- 151 - 

1755番地～1756番地 

植木町轟   

以下を除く植木町轟全域 

619番地～619番地99、 

625番地～625番地99、 

1873番地～1873番地99、 

2513番地～2513番地99  

植木町那知   全域 

植木町平野   

321番地2、 

347番地2、 

347番地7、 

348番地2 

植木町辺田野   全域 

」 

に改める。 

 

(2) 中学校通学区域表中 

「 

京陵中 中央区 

内坪井町 全域   

壺川小 

京町本丁 

1番1号～22号、 

1番32号～84号、 

5番1号～24号、 

5番54号～105号、 

6番1号～54号、 

6番62号～110号、 

7番～10番 

  

京町1丁目 全域   

京町2丁目 全域   

壺川1丁目 全域   

壺川2丁目 全域   

坪井1丁目 

1番、 

4番～5番、 

7番～9番 

  

坪井3丁目 1番～4番   

坪井4丁目 
1番1号～10号、 

1番27号～39号 
  

坪井5丁目 全域   

二の丸 3番   

古京町 
1番～2番、 

3番1号～2号 
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北区 津浦町 

1番～3番、 

4番1号～5号、 

4番15号～28号、 

5番、 

7番17号～58号、 

10番20号～22号、 

10番25号、 

11番～13番 

  

西区 

池田1丁目 

1番～18番、 

19番46号～53号、 

20番1号～11号、 

20番65号～94号、 

21番～37番 

  

池田小の

一部 

池田2丁目 

1番～11番、 

14番～23番、 

69番 

  

池田3丁目 

23番1号～18号、 

23番26号～34号、 

31番～39番、 

40番3号～30号、 

41番～55番、 

58番 

  

上熊本1丁目 全域   

上熊本2丁目 全域   

上熊本3丁目 1番   

京町本丁 

1番23号～31号、 

2番～4番、 

5番25号～29号、 

5番33号～34号、 

5番40号～53号、 

6番55号～61号 

  

津浦町 

4番6号～14号、 

6番、 

7番7号、 

7番14号～15号、 

8番 

  

出町 全域   

稗田町 全域   

北区 
池田3丁目 

1番～13番、 

14番16号～32号、 

15番～22番、 

23番19号～25号、 

24番～30番、 

56番～57番 

1272番地、 

1335番地、 

1343番地 
高平台小

打越町 全域   
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大窪1丁目 全域   

大窪2丁目 

1番～7番、 

8番1号～22号、 

8番73号～81号、 

9番1号～11号、 

9番73号～104号 

  

大窪3丁目 全域   

大窪4丁目 全域   

大窪5丁目 全域   

高平1丁目 全域   

高平2丁目 全域   

高平3丁目 全域   

津浦町 

9番、 

10番1号～19号、 

14番～48番 

  

山室1丁目 全域   

山室2丁目 全域   

山室3丁目 全域   

山室4丁目 全域   

山室5丁目 全域   

山室6丁目 全域   

徳王町   全域 

西里小の

一部 

徳王1丁目 全域   

徳王2丁目 全域   

池田3丁目 
14番5号～7号、 

14番33号～61号 
  

」 

を 

「 

京陵中 中央区 

内坪井町 全域   

壺川小 

京町本丁 

1番1号～22号、 

1番32号～84号、 

5番1号～24号、 

5番54号～105号、 

6番1号～54号、 

6番62号～110号、 

7番～10番 

  

京町1丁目 全域   

京町2丁目 全域   

壺川1丁目 全域   

壺川2丁目 全域   

坪井1丁目 

1番、 

4番～5番、 

7番～9番 

  

坪井3丁目 1番～4番   
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坪井4丁目 
1番1号～10号、 

1番27号～39号 
  

坪井5丁目 全域   

二の丸 3番   

古京町 
1番～2番、 

3番1号～2号 
  

北区 津浦町 

1番～3番、 

4番1号～5号、 

4番15号～28号、 

5番、 

7番3号、 

7番17号～58号、 

10番20号～22号、 

10番25号、 

11番～13番 

  

西区 

池田1丁目 

1番～18番、 

19番46号～53号、 

20番1号～11号、 

20番65号～94号、 

21番～37番 

  

池田小の

一部 

池田2丁目 

1番～11番、 

14番～23番、 

69番 

  

池田3丁目 

23番1号～18号、 

23番26号～34号、 

31番～39番、 

40番3号～30号、 

41番～55番、 

58番 

  

上熊本1丁目 全域   

上熊本2丁目 全域   

上熊本3丁目 1番   

京町本丁 

1番23号～31号、 

2番～4番、 

5番25号～29号、 

5番33号～34号、 

5番40号～53号、 

6番55号～61号 

  

津浦町 

4番6号～14号、 

6番、 

7番7号、 

7番14号～15号、 

8番 

  

出町 全域   

稗田町 全域   
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北区 

池田3丁目 

1番～13番、 

14番16号～32号、 

15番～22番、 

23番19号～25号、 

24番～30番、 

56番～57番 

1272番地、 

1335番地、 

1343番地 

高平台小

打越町 全域   

大窪1丁目 全域   

大窪2丁目 

1番～7番、 

8番1号～22号、 

8番73号～81号、 

9番1号～11号、 

9番73号～104号 

  

大窪3丁目 全域   

大窪4丁目 全域   

大窪5丁目 全域   

高平1丁目 全域   

高平2丁目 全域   

高平3丁目 全域   

津浦町 

9番、 

10番1号～19号、 

14番～48番 

  

山室1丁目 全域   

山室2丁目 全域   

山室3丁目 全域   

山室4丁目 全域   

山室5丁目 全域   

山室6丁目 全域   

徳王町   全域 

西里小の

一部 

徳王1丁目 全域   

徳王2丁目 全域   

池田3丁目 
14番5号～7号、 

14番33号～61号 
  

」 

に改め、 

「 

江南中 中央区 

琴平本町 
3番36号～53号、 

4番41号～53号 
  

向山小 

十禅寺町   全域 

十禅寺1丁目 全域   

平成1丁目 

1番～3番、 

17番1号～6号、 

17番17号～18号 
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平成2丁目 

1番、 

2番26号、 

9番～19番 

  

平成3丁目 

1番、 

7番～8番、 

15番～25番 

  

本荘町   全域 

本荘5丁目 

6番1号～2号、 

6番16号～19号、 

7番1号～2号、 

7番11号 

  

迎町1丁目 全域   

迎町2丁目 
1番～5番、 

6番11号～19号 
  

本山町   全域 

本山1丁目 全域   

本山2丁目 全域   

本山3丁目 全域   

本山4丁目 全域   

世安町   全域 

」 

を 

「 

江南中 中央区 

琴平本町 
3番36号～53号、 

4番41号～53号 
  

向山小 

十禅寺町   全域 

十禅寺1丁目 全域   

平成1丁目 

1番～3番、 

17番1号～6号、 

17番17号～18号 

  

平成2丁目 

1番、 

2番26号、 

9番～19番 

  

平成3丁目 

1番、 

7番～8番、 

15番～25番 

  

本荘町   全域 

本荘5丁目 

6番1号～2号、 

6番16号～19号、 

7番1号～2号、 

7番11号、 

7番18号 

  

迎町1丁目 全域   

迎町2丁目 
1番～5番、 

6番11号～19号 
  



平成 27 年 3 月 16 日        熊 本 市 公 報        第 1396 号 

- 157 - 

本山町   全域 

本山1丁目 全域   

本山2丁目 全域   

本山3丁目 全域   

本山4丁目 全域   

世安町   全域 

」 

に改め、 

「 

西原中 

 

中央区 

帯山4丁目 57番  

帯山小の

一部 

帯山5丁目 

32番14号～15号、 

33番11号～14号、 

34番～41番 

 

帯山6丁目 全域  

帯山7丁目 全域  

帯山8丁目 全域  

帯山9丁目 全域  

東区 

帯山4丁目 56番  

西原小 

下南部1丁目 全域  

下南部3丁目 1番～3番  

新南部1丁目 全域  

新南部2丁目 全域  

新南部3丁目 全域  

新南部4丁目 全域  

新南部5丁目 全域  

新南部6丁目 全域  

渡鹿8丁目 全域  

渡鹿9丁目 全域  

西原1丁目 全域  

西原2丁目 全域  

西原3丁目 

1番7号、 

1番10号、 

1番17号、 

2番 

 

八反田1丁目 

1番～2番、 

3番1号～9号、 

3番75号～終号、 

5番1号～2号、 

5番17号～23号、 

7番～9番、 

10番1号～5号、 

10番15号～17号、 

11番、 

12番1号～5号、 

12番22号～23号 
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保田窪本町 全域  

保田窪2丁目 
1番、 

3番20号～35号 
 

保田窪3丁目 全域  

保田窪4丁目 全域  

保田窪5丁目 全域  

御領1丁目 全域  

託麻西小

の一部 

御領2丁目 1番～2番  

長嶺西1丁目 全域  

長嶺西2丁目 全域  

長嶺西3丁目 全域  

長嶺東1丁目 9番  

西原3丁目 

1番30号、 

1番35号、 

1番59号、 

1番73号、 

1番75号～78号、 

1番83号、 

3番～5番 

 

八反田1丁目 

3番10号～73号、 

4番、 

5番3号～16号、 

6番、 

10番6号～14号、 

12番6号～21号、 

13番～18番 

 

八反田2丁目 全域  

八反田3丁目 

1番～5番、 

7番～21番、 

22番1号～25号、 

22番42号～73号 

 

月出8丁目 全域  
月出小の

一部 
長嶺南1丁目 全域  

長嶺南2丁目 全域  

」 

を 

「 

西原中 

 
中央区 

帯山4丁目 57番  

帯山小の

一部 

帯山5丁目 

32番14号～15号、 

33番11号～14号、 

34番～41番 

 

帯山6丁目 全域  

帯山7丁目 全域  

帯山8丁目 全域  

帯山9丁目 全域  
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東区 

帯山4丁目 56番  

西原小 

下南部1丁目 全域  

下南部3丁目 1番～3番  

新南部1丁目 全域  

新南部2丁目 全域  

新南部3丁目 全域  

新南部4丁目 全域  

新南部5丁目 全域  

新南部6丁目 全域  

渡鹿8丁目 全域  

渡鹿9丁目 全域  

西原1丁目 全域  

西原2丁目 全域  

西原3丁目 

1番7号、 

1番10号、 

1番17号、 

2番 

 

八反田1丁目 

1番～2番、 

3番1号～9号、 

3番75号～終号、 

5番1号～2号、 

5番17号～23号、 

7番～9番、 

10番1号～5号、 

10番15号～17号、 

11番、 

12番1号～5号、 

12番22号～23号 

 

保田窪本町 全域  

保田窪2丁目 
1番、 

3番20号～35号 
 

保田窪3丁目 全域  

保田窪4丁目 全域  

保田窪5丁目 全域  

御領1丁目 全域  

託麻西小

の一部 

御領2丁目 1番～2番  

長嶺西1丁目 全域  

長嶺西2丁目 全域  

長嶺西3丁目 全域  

長嶺東1丁目 9番  
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西原3丁目 

1番30号、 

1番35号、 

1番59号、 

1番61号、 

1番73号、 

1番75号～78号、 

1番83号、 

3番～5番 

 

八反田1丁目 

3番10号～73号、 

4番、 

5番3号～16号、 

6番、 

10番6号～14号、 

12番6号～21号、 

13番～18番 

 

八反田2丁目 全域  

八反田3丁目 

1番～5番、 

7番～21番、 

22番1号～25号、 

22番42号～73号 

 

月出8丁目 全域  
月出小の

一部 
長嶺南1丁目 全域  

長嶺南2丁目 全域  

」 

に改め、 

 

「 

清水中 北区 

清水岩倉1丁目 全域  
清水小の

一部 清水岩倉2丁目
1番～6番、 

7番1号～23号 
 

清水新地1丁目 全域  

城北小 

清水新地2丁目 全域  

清水新地3丁目
1番～4番、 

5番35号～137号 
 

清水新地4丁目 全域  

清水新地5丁目 1番～8番  

八景水谷1丁目 全域  

八景水谷2丁目 2番～17番  

八景水谷3丁目 全域  

八景水谷4丁目 全域  

麻生田1丁目 全域  麻生田小
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麻生田2丁目 

1番～5番、 

6番1号～11号、 

7番～12番、 

14番1号～13号、 

14番150号～170号 

 

麻生田3丁目 全域  

麻生田4丁目 
1番、 

3番～28番 
 

麻生田5丁目 全域  

兎谷3丁目 
1番～4番、 

6番 
 

清水新地3丁目
5番1号～33号、 

6番～7番 
 

清水新地5丁目 9番～16番  

清水新地6丁目 全域  

清水新地7丁目 全域  

清水岩倉2丁目
7番25号～58号、 

8番～24番 
 

清水岩倉3丁目

1番～24番1号、 

24番5号～6号、 

25番20号～22号 

 

鶴羽田１丁目 13番～15番  

北部東小

の一部 

飛田3丁目 2番～5番  

飛田4丁目 
1番～6番、 

10番 
 

」 

を 

「 

清水中 北区 

清水岩倉1丁目 全域  
清水小の

一部 清水岩倉2丁目
1番～6番、 

7番1号～23号 
 

清水新地1丁目 全域  

城北小 

清水新地2丁目 全域  

清水新地3丁目
1番～4番、 

5番35号～137号 
 

清水新地4丁目 全域  

清水新地5丁目 1番～8番  

八景水谷1丁目 全域  

八景水谷2丁目 2番～17番  

八景水谷3丁目 全域  

八景水谷4丁目 全域  

麻生田1丁目 全域  麻生田小
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麻生田2丁目 

1番～5番、 

6番1号～11号、 

7番～12番、 

14番1号～13号、 

14番150号～170号 

 

麻生田3丁目 全域  

麻生田4丁目 
1番、 

3番～28番 
 

麻生田5丁目 全域  

兎谷3丁目 
1番～4番、 

6番 
 

清水新地3丁目

5番1号～33号、 

5番147号、 

6番～7番 

 

清水新地5丁目 9番～16番  

清水新地6丁目 全域  

清水新地7丁目 全域  

清水岩倉2丁目
7番25号～58号、 

8番～24番 
 

清水岩倉3丁目

1番～24番1号、 

24番5号～6号、 

25番20号～22号 

 

鶴羽田１丁目 13番～15番  

北部東小

の一部 

飛田3丁目 2番～5番  

飛田4丁目 
1番～6番、 

10番 
 

」 

 

に改め、 

「 

鹿南中 北区 

植木町後古閑   全域 

田原小 

植木町鞍掛   
以下を除く植木町鞍掛全域 

1番地1～1番地99 

植木町鈴麦   全域 

植木町轟   

619番地～619番地99 

625番地～625番地99 

1873番地～1873番地99 

2513番地～2513番地99 

植木町富応   全域 

植木町豊岡   全域 

植木町平原   全域 

植木町上古閑   全域 

菱形小 
植木町円台寺   全域 

植木町木留   全域 

植木町大和   全域 
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植木町滴水   

1141番地～1141番地99 

1414番地～1705番地99 

1756番地6 

植木町轟   

以下を除く植木町轟全域 

619番地～619番地99 

625番地～625番地99 

1873番地～1873番地99 

2513番地～2513番地99  

植木町那知   全域 

植木町平野   

321番地2 

347番地2 

347番地7 

348番地2 

植木町辺田野   全域 

植木町鐙田   全域 

桜井小 

植木町荻迫   全域 

植木町鞍掛   1番地1～1番地99 

植木町滴水   

以下を除く植木町滴水全域 

1番地～14番地99 

17番地～22番地99 

35番地 

35番地2～35番地13 

36番地～42番地99 

46番地～49番地99 

440番地 

440番地1 

440番地3～440番地99 

441番地～442番地99 

1141番地～1141番地99 

1414番地～1705番地99 

植木町投刀塚   全域 

植木町平野   

以下を除く植木町平野全域 

321番地2 

347番地2 

347番地7 

348番地2 
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植木町舞尾   

以下を除く植木町舞尾全域 

253番地 

283番地～283番地99 

285番地～294番地8 

513番地～513番地99 

536番地～536番地5 

536番地7～545番地99 

571番地～578番地99 

593番地2～613番地3 

614番地～623番地99 

625番地～629番地99 

」 

を 

「 

鹿南中 北区 

植木町後古閑   全域 

田原小 

植木町鞍掛   
以下を除く植木町鞍掛全域 

1番地1～1番地99 

植木町鈴麦   全域 

植木町轟   

619番地～619番地99 

625番地～625番地99 

1873番地～1873番地99 

2513番地～2513番地99 

植木町富応   全域 

植木町豊岡   全域 

植木町平原   全域 

植木町上古閑   全域 

菱形小 

植木町円台寺   全域 

植木町木留   全域 

植木町大和   全域 

植木町滴水   

1141番地～1141番地99 

1414番地～1705番地99、 

1755番地～1756番地 

植木町轟   

以下を除く植木町轟全域 

619番地～619番地99 

625番地～625番地99 

1873番地～1873番地99 

2513番地～2513番地99  

植木町那知   全域 

植木町平野   

321番地2 

347番地2 

347番地7 

348番地2 

植木町辺田野   全域 

植木町鐙田   全域 
桜井小 

植木町荻迫   全域 
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植木町鞍掛   1番地1～1番地99 

植木町滴水   

以下を除く植木町滴水全域 

1番地～14番地99 

17番地～22番地99 

35番地 

35番地2～35番地13 

36番地～42番地99 

46番地～49番地99 

440番地 

440番地1 

440番地3～440番地99 

441番地～442番地99 

1141番地～1141番地99 

1414番地～1705番地99 

植木町投刀塚   全域 

植木町平野   

以下を除く植木町平野全域 

321番地2 

347番地2 

347番地7 

348番地2 

植木町舞尾   

以下を除く植木町舞尾全域 

253番地 

283番地～283番地99 

285番地～294番地8 

513番地～513番地99 

536番地～536番地5 

536番地7～545番地99 

571番地～578番地99 

593番地2～613番地3 

614番地～623番地99 

625番地～629番地99 

」 
に改める。 
 
   附 則 
 この告示は、平成２７年４月１日から施行する。 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

  監   査   

監 委 公 告 第 ５ 号   
平成２７年２月１６日   

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第４項の規定に基づき、平成２６年度の監査を

実施したので、同条第９項の規定により、その結果について次のとおり報告書を公表する。 
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熊本市監査委員  田 尻 清 輝   
熊本市監査委員  竹 原 孝 昭   
熊本市監査委員  石 原 純 生   
熊本市監査委員  坂 本 邦 彦   

公営企業定期監査 
（財務） 
第１ 監査の対象 

上下水道局  水道事業 
   下水道事業 
   工業用水道事業 
第２ 監査の方法及び監査期間   
１ 監査の方法 

今回の監査は、平成２６年７月末日現在における関係事務事業及び財務処理の状況について資

料の提出を求め、関係帳簿、証ひょう類を照査し、その計数記録の正否を確かめ、現金預金及び

有価証券を確認し、詳細について関係職員に質問するなどの方法で実施した。 
 ２ 監査期間 
   平成２６年１０月１日から平成２６年１０月３１日まで 
第３ 監査の結果 
   監査の結果は次のとおりである。 
１ 機構及び職員配置の状況について（登載省略） 
２ 予算の執行状況について（登載省略） 
３ 結 論 

財務に関する事務の執行は、概ね適正かつ効率的に行われていると認められた。 
今後については、次のような視点にも目を向け事務の執行にあたられたい。 
【意 見】効率的、効果的な事務の執行について 
今回の監査においては、伺文書の作成における軽微な記載漏れや錯誤が若干見受けられたもの

の、総じて事務の改善が図られており、前回の監査と比較すると、上下水道局内での事務処理の

チェック体制がより機能していることが認められた。 
しかしながら、東部浄化センター構内における水道配水管の維持管理に係る電気料の請求が、

水再生課から管路維持課へ毎月行われ、水再生課においては現金の受入事務が、管路維持課にお

いては現金の支出事務が発生している非効率的な事務の事例も見受けられた。 
上下水道局内においては、年度末の決算整理時期に、上水道事業と下水道事業相互の経費負担

について精査し、振替処理を行うこととされており、この事例についても年度末振替処理が出来

うる事例で、事務の効率化が図れる余地があるものである。 
また、この事例は、下水道事業が企業会計制度を適用する以前の事務処理を慣例的に行ってい

たものであるが、事務手続きについては、その方法が効率的、効果的であるかを常に点検・改善

することが重要である。 
日々の事務の執行にあたっては、常に業務改善の視点を持って取り組まれたい。 

公営企業定期監査 
（工事） 
第１ 監査の対象 
１  監査対象局 

病院局   ：経営企画課、総務課、植木病院 
上下水道局 ：総務課、経営企画課、料金課、計画調整課、水道整備課、下水道整備課、水相 

談課、管路維持課、水運用課、水再生課、中部浄化センター、東部浄化センタ 
ー、南部浄化センター、西部浄化センター 
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交通局    ：電車課 
２ 監査対象工事及び委託 

今回監査の対象としたものは、上記局において、平成２５年８月１日から平成２６年７月３１

日までに契約された工事請負及び工事に類する業務委託５１２件である。 
このうち新規事業に伴うもの、随意契約によるもの、契約変更を行ったもの等を重点的に抽出・

選定し、「工事監査実施一覧表」に掲げる５３件の工事及び委託について監査を実施した。 
また、併せて公衆損害事故が生じた工事についても監査を実施した。 

第２ 監査の方法及び監査期間 
１ 監査の方法 

監査にあたっては、特に工事及び委託の計画、設計、積算、契約、施工などが適正に行われて

いるか、また施工中の事故発生の要因は何かについて書類を審査し、関係職員に質問するなどの

方法で実施した。 
 ２ 監査期間 

平成２６年１０月１日から平成２６年１１月７日まで 
第３ 監査の結果 
   監査の結果は次のとおりである。 
１ 病院局 

適正に執行されているものと認められた。 
２ 上下水道局 

おおむね適正に執行されているものと認められた。しかしながら、次のような事項が見受けら

れたので改善に努められたい。 
【指摘事項】委託契約の適正な履行について：料金課 
・委託業務名 検定満期φ４０～１００粍量水器取替業務委託 
・履行期間  平成２５年９月２６日から平成２６年３月３１日まで 
本業務委託は、平成25年度に検定満期となるφ４０～１００粍の量水器を計量法第７２条（検定

有効期間８年）に基づき取替えるものである。 
本契約事務において、取替予定箇所で建物の解体などが発生し、量水器撤去のみの業務となった

ものについて、別途随意契約(単価契約)している水道サービス公社に電話などにより撤去を依頼し、

本委託契約については、設計変更によりその業務を除いて執行していた。 
本来、委託契約を締結している業務の条件変更等については、委託契約書に基づき委託者がその

事実を調査し、受託者の意見を聞き執行しなければならないが、その事務手続きを行わず執行して

いたものである。 
このような委託契約の条件変更等は、今後も発生することが予測されることから、委託契約書に

基づく適正な契約の履行に努められたい。 
【要望事項】道路掘削に係る安全対策について 

都市計画事業南部汚水６号線枝線下水道築造工事（５３２工区）において、地下埋設物（φ６０

０mm の水道送水管及び国土交通省の情報ボックス・光ファイバーケーブル）の２回の破損事故、

また、老朽給水管(鉛管)切替工事（６工区）において、歩行者の転落事故が道路の掘削中に発生して

いた。 
当破損事故は、いずれも受注者(現場代理人)が地下埋設物の位置及び深さを誤っていたため生じた

もので、転落事故は、受注者が道路掘削後の防護柵などによる安全対策を、十分に行っていなかっ

たため生じたものである。 
これらの事故はいずれも受注者の過失によるものであるが、道路の掘削にあたっては、発注者・

受注者共に、施工計画書及び道路使用許可書などの内容について十分に把握し、事前に協議及び立

会いを行うなど徹底され、適正な安全対策に努められたい。 
【意 見】火災保険等について 
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火災保険等については、熊本市公共工事請負契約約款第４８条第１項において規定されており、

発注者が必要に応じて工事目的物等を火災保険等に付すべきことを設計図書に規定した場合には、

受注者はこれに従う義務を負うことになる。 
上下水道局においては、建築工事については建設工事保険又は組立保険、水道工事については必

要に応じ水雷保険や傷害保険等、また下水道管築造工事については損害賠償責任保険への加入を仕

様書の中で規定しているが、下水道管築造工事を除く土木工事については規定していない現状にあ

る。 
近年の建設工事は、工事内容や施工方法が複雑、多様化かつ大型化しており、施工中における事

故や工事材料等の盗難、既存施設や第三者への危害等が大きな問題となっている。 
公共工事におけるリスク管理としての火災保険に代表される各種保険等の役割は、以前にも増し

て重要となっていることから、各種建設工事においても、その内容と必要性に応じ、これらの有効

な利用に努めることが望まれる。 
また、保険等の加入を規定した場合には、その加入内容について十分な確認を行うように努めら

れたい。 
３ 交通局 
 適正に執行されているものと認められた。 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
監 委 公 告 第 ６ 号   
平成２７年２月１６日   

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第７項の規定に基づき、平成２６年度財政援助

団体等監査を実施したので、同条第９項の規定により、その結果について次のとおり報告書を公表す

る。 
熊本市監査委員  田 尻 清 輝   
熊本市監査委員  竹 原 孝 昭   
熊本市監査委員  石 原 純 生   
熊本市監査委員  坂 本 邦 彦   

財政援助（補助）団体監査 
第１ 監査の対象 
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市が平成 25年度に補助金等を交付した団体のうち次の 5 団体を抽出し、交付した補助金等に係

る出納その他の事務を監査の対象とした。 

補助(交付)団体名

1 2 3 

社会福祉法人 

熊本市社会福祉協議会
水循環型営農推進協議会 農産物フェア実行委員会

補助(交付)金等の

名称 

熊本市社会福祉協議会

運営費補助金 
熊本市水田湛水等助成金

農産物フェア 

開催事業補助金 

補助(交付)の目的

住民の福祉活動への参加

に対する援助や社会福祉

を目的とする事業の連絡

調整・企画実施を行い、

地域における社会福祉を

増進させることを目的と

する。 

熊本地域の地下水にとっ

て重要なかん養域である

白川中流域において、水

循環型農業を推進し、地

下水かん養を図るもの。

本市農産物の消費拡大と

生産農家の経営安定。市

民、消費者への農業理解

の促進。 

補助(交付)対象経費 213,809,000 円 50,906,366 円 8,298,330 円 

補助(交付)額 210,378,000 円 50,906,366 円 5,400,000 円 

（補助率） （98.4％） （100.0％） （65.1％） 

所管の局 健康福祉子ども局 環境局 農水商工局 

課 健康福祉政策課 水保全課 農商工連携推進課 

団体の設立目的 

熊本市における社会福祉

事業及びその他の社会福

祉を目的とする事業の健

全な発達並びに社会福祉

に関する活動の活性化に

より、地域福祉の推進を

図ることを目的とする。

白川から取水する白川中

流域水田の水を利活用し

た水田営農を推進し、も

って農地の多面的機能で

ある地下水かん養対策へ

の協力を行うことを目的

とする。 

農産物の産地としての熊

本をアピールするととも

に、市民が農業にふれ親

しむ機会をつくり、農産

物の消費拡大を促進し、

熊本市の農業の振興を図

ることを目的とする。 
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補助(交付)団体名 

4 5 

一般社団法人 

大学コンソーシアム熊本
株式会社パスート２４ 

補助(交付)金等の 

名称 

留学生交流等拠点設置 

事業に関する補助金 

民営自転車等駐車場 

短時間無料制度補助金 

補助(交付)の目的 

留学生の交流等のための

拠点を設置し、留学生が

留学生活を送るために必

要な支援を行う。 

短時間の用務であっても

自転車等駐車場の利用を

促進し、放置自転車発生

防止に寄与するため。 

補助(交付)対象経費 9,545,239 円 58,560,000 円 

補助(交付)額 3,000,000 円 29,280,000 円 

（補助率） （31.4％） （50.0％） 

所管の局 観光文化交流局 都市建設局 

課 
シティプロモーション課

（国際室） 

土木管理課 

（自転車対策室） 

団体の設立目的 

熊本県内にある大学・高

等専門学校等が協力し

て、高等教育機関の教

育・研究の充実を図るこ

とにより、地域の行政や

産業界と連携しながら、

地域社会の教育・文化の

向上・発展及び教育環境

の向上に寄与することを

目的とする。 

1.立体駐車場機械及び器

具の設置、販売 

2.駐車場設備に要する機

械器具の設置 

3.建設工事及び建築物の

設計、監理 

4.駐車場の建築工事 

5.駐車場の運営、監理 

6.駐車場機器のレンタル 

7.不動産の売買、賃貸、

管理並びにその仲介斡旋 

8.前各号に附帯する一切

の業務 
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第２ 監査の方法及び監査期間 
１ 監査の方法 

財政援助団体監査は、援助の目的及び条件に従って事業が実施されているか、また、補助金等

に係る出納その他の事務が適正に行われているかを監査の主眼として、関係帳簿、証拠書類を照

査するとともに、必要に応じて関係者に質問するなどの方法で実施した。 
２ 監査期間 

   平成２６年１０月２０日から１０月２３日まで  社会福祉法人熊本市社会福祉協議会 
   平成２６年１１月 ４日から１１月６日まで  水循環型営農推進協議会 
   平成２６年１１月 ４日から１１月６日まで  農産物フェア実行委員会 
   平成２６年１０月２２日から１０月２４日まで  一般社団法人大学コンソーシアム熊本 
   平成２６年１０月２０日から１０月２３日まで  株式会社パスート２４ 
第３ 監査の結果 
１ 社会福祉法人熊本市社会福祉協議会 

財政援助の目的及び条件に沿って事業が実施されたと認められたものの、出納その他の事務に

おいて、次のような事項が見受けられた。 
【意見】団体運営について 

今回監査を行った「熊本市社会福祉協議会運営費補助金」の補助対象経費は、熊本市社会福祉

協議会の職員人件費であり、委託等を受けている個別事業の職員人件費以外は、その多くを補助

金から支出している。 
当団体の職員に適用される給与の基準は、熊本市職員に適用される給与の基準を準用している

が、職務の級が同等の市職員と比較して、一部ではあるが若干高い割合等であるものも見受けら

れた。人件費支給については、主な原資が補助金であることを考慮され、適正な執行に努められ

たい。 
また、経理事務全般において、軽微な事務手続きの誤り等が散見されたので、関係法令や内部

規程等を改めて確認し、適正な事務処理に努められたい。 
なお、当団体は、主に市からの補助金や委託料等により事業を運営しており、地域福祉に関す

る独自の事業の実施が難しい状況である。しかし、今後は、社会福祉協議会の目的に沿った事業

の精査を行うことや、自主財源確保のため、民間企業の福祉事業に関する需要を把握するなどし

て、自主的な事業展開についても検討され、更なる地域福祉の推進を図られるよう望むものであ

る。 
２ 水循環型営農推進協議会 

財政援助の目的及び条件に沿って事業が実施され、出納その他の事務についても適正に行われ

ているものと認められた。また、今回監査した助成金の対象事業である「水田湛水事業」に関し

て、本市の地下水保全への有効性が以下のとおり認められた。 
【意見】水田湛水事業の継続的推進について 

本市は地下水量保全のため、平成１６年度に大津町、菊陽町及び白川中流域土地改良区協議会

等から構成される水循環型営農推進協議会と「白川中流域における水田湛水推進に関する協定」

を締結し、湛水事業に取り組む水循環型営農推進協議会に助成を行なっている。同協議会が農家・

企業と一体となって取り組む水循環型営農推進運動は、転作水田に１ヶ月から３ヶ月にかけて水

を張り、地下水かん養に多大な貢献を果たしているところである。 
   現在この運動は、地元農家の理解と協力を得て、転作水田を最大限に活用できるまでに至って

おり、平成２５年度は、参加農家数が５２７戸、延べ面積が５７２ha、地下水推定かん養量が１，

７１６万立方ﾒｰﾄﾙであり、いずれも平成１６年度の約２倍となっていることから、本市が取り組

む地下水量保全対策の実施効果としても着実に成果が現れているところである。 
   また、白川中流域における水田湛水推進は、生活用水の全てを地下水で賄っている本市の地下

水量保全対策にとって、最も重要かつ効果的な取り組みであることから、今後も、地下水採取者
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の責務として永続的にこの事業を展開されることにより、清廉な地下水が次世代に引き継がれる

よう願うものである。 
３ 農産物フェア実行委員会 

財政援助の目的及び条件に沿って事業が実施され、出納その他の事務についても適正に行われ

ているものと認められた。 
４ 一般社団法人大学コンソーシアム熊本 

財政援助の目的及び条件に沿って事業が実施され、出納その他の事務についても適正に行われ

ているものと認められた。 
５ 株式会社パスート２４ 

財政援助の目的及び条件に沿って事業が実施され、出納その他の事務についても適正に行われ

ているものと認められた。 
出資団体監査 
第１ 監査の対象 
市が資本金等の４分の１以上を出資している団体のうち次の２団体を抽出し、平成２５年度事業に

おける出納その他の事務を監査の対象とした。 

出資団体名 植木まちづくり株式会社 公益財団法人熊本市学校給食会 

出資額 

（出えん） 
5,000,000 円 100,000,000 円 

出資比率 31.75％ 100.00％ 

所管の局 

課 

都市建設局 

植木中央土地区画整理事業所 

教育委員会 

健康教育課 

 
第２ 監査の方法及び監査期間 
１ 監査の方法 

出資団体監査については、出資目的に従って事業運営がなされているか、また、出納その他の 
事務が適正に行われているかを監査の主眼として、関係帳簿、証拠書類を照査するとともに、必

要に応じて関係者に質問するなどの方法で実施した。 
２ 監査期間 

   平成２６年１０月１４日から１０月１５日まで  植木まちづくり株式会社 
   平成２６年１０月３０日から１１月１０日まで  公益財団法人熊本市学校給食会    
第３ 監査対象団体の概要及び監査の結果 
１ 植木まちづくり株式会社 

(1) 会社の概要 
当会社は、旧植木町中心商業地を取り巻く環境が、他の商業地区との競争激化によって、個  々

の商店の自助努力だけでは再生を図れないという状況から、中心市街地・商業地の再生を図る

ことを目的として、「植木町中心市街地活性化基本計画」の策定を機に、行政、商工会及び地

元商工業者等の三者が一体となり、中心市街地の活性化に関する法律に基づき、第３セクター

のタウンマネジメント機関(ＴＭＯ)として、平成１２年１０月に設立された。 
なお、定款に規定されている授権株式数は１，２００株であるが、発行株式数の状況は次の

とおりである。 
株主、所有株式数及び持株比率（登載省略） 
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(2) 事業の目的 
当会社の事業目的は、定款第２条により 

ア 街づくりに関する企画、調査、設計及びコンサルタント業務 
   イ 市街地の活性化を図るための経営、技術、販売、財務などに関する指導及び情報の提供業 
   務 

   ウ 集合店舗、個別店舗などの商業施設に関する企画、調査、建設、管理運営業務及びこれら 
の業務の受託 

   エ 駐車場、コミュニティホール、健康施設、文化施設、産業振興施設などの商業・観光基盤

施設に関する企画、調査、建設、管理業務及びこれらの業務の受託 
   オ 商店街の販売促進のために行う共同事業に関する企画、調査、設計、運営業務及びこれら

の業務の受託 
   カ 不動産の売買、交換、賃貸借及びその仲介並びに所有、管理及び利用に関する業務 
   キ 中心市街地内の各種団体組織の事務管理業務の受託 
   ク 各種イベントの企画、運営業務及びこれらの業務の受託 
   ケ 民芸品、食料品、酒類、その他飲料、タバコ、雑貨品の制作、販売業務 
   コ 書籍、印刷物の企画制作及び出版、販売に関する業務 
   サ 損害保険及び自動車損害保障法に基づく保険の代理業 
   シ 前各号に付帯し、または付随する一切の業務となっており、平成２５年度は以下の事業が

行われている。 
(3) 平成２５年度事業実績 

ア 植木地域の金融機関の新規移転オープンや特別養護老人ホームの建設に伴い、それぞれに 
関係する業種の店舗利用促進に資するため、植木町商工会会員を中心とした各種業種別のリ

ストを作成。 
イ 中心市街地活性化のための、空き地、空き店舗の積極的な再利用。 

(ｱ) 空き地  
看板設置により区画整理施行区域内の未利用地に関する情報を提供し、利用のための仲

介業務を実施 
(ｲ) 空き店舗 

      専門業者と連携し、または独自の情報網を利用することにより、積極的なテナント誘致 
を実施 

   ウ 中心市街地活性化協議会及び幹事会を開催 
   エ 地域の地蔵さんまつりの開催に伴い、夏のイベントとして「夜市」を開催 
   オ 植木町商工会と連携を図り、初市、商工会の日、はってん祭、熊本物流フェア等の各種イ

ベントへの協力参加 
カ 中心市街地活性化基本計画認定区域内の事業の推進に係る指導及び相談の実施 

平成２５年度市道及び相談件数（登載省略） 
(4) 経営成績及び財政状態 
ア 経営成績 

     平成２５年度の損益計算書並びに販売費及び一般管理費の計算内訳は次のとおりである。

（登載省略） 
損益計算書において、営業収益である売上高が４，０００，０００円、営業外収益である

受取利息が４，０５４円となっている。また、営業費用である販売費及び一般管理費が３，

７０３，３３５円となっている。 
以上の結果、税引前当期純利益が３００，７１９円、税引後の当期純利益が５２，３１９

円となっている。 
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イ 財政状態 
     平成２５年度の貸借対照表は次のとおりである。（登載省略） 

貸借対照表において、資産の部についてみると、流動資産が１７，４３４，７６８円で、

その内訳は、現金預金１５，８３２，７１１円、前払費用２，０５７円、未収入金１，６０

０，０００円となっている。また、固定資産は、敷金の２，０００円となっている。このこ

とから資産合計は、１７，４３６，７６８円となっている。 
負債の部についてみると、流動負債のみで４０７，８１０円となっており、その内訳は、

預り金３９，４１０円、未払費用１２０，０００円、納税充当金２４８，４００円となって

いる。 
純資産の部についてみると、株主資本のみで１７，０２８，９５８円となっており、その

内訳は、資本金１５，７５０，０００円、利益剰余金１，２７８，９５８円となっている。

このことから負債及び純資産の部合計は、１７，４３６，７６８円となっている。 
ウ 決算計数の確認 

     決算報告書の計数を関係帳簿、証拠書類により確認したところ、その計数は正確であると 
認められた。 

(5) 監査の結果 
おおむね出資目的に沿った事業運営がなされているものと認められた。しかしながら、次の

ような事項が見受けられたので改善に努められたい。 
【指摘事項－1】取締役会の議事録について 

会社法第３６９条第３項によると、取締役会の議事については、法務省令で定めるところにより、

議事録を作成し、議事録が書面をもって作成されているときは、出席した取締役及び監査役は、こ

れに署名し、又は記名押印しなければならないと規定されているが、書面をもって作成された議事

録で押印のないものが散見された。 
  議事録の押印については、関係法令に則り適正に行われたい。 
【指摘事項－2】貸借対照表の公告について 

会社法第４４０条第１項によると、株式会社は、法務省令で定めるところにより、定時株主総会

の終結後遅滞なく、貸借対照表（大会社にあっては、貸借対照表及び損益計算書）を公告しなけれ

ばならないと規定されている。また、当会社の定款第４条においても、公告の方法として、当会社

の公告は、熊本日日新聞に掲載すると規定されている。 
しかしながら、当会社設立以来、貸借対照表の公告がなされていなかった。 

貸借対照表の公告については、関係法令に則り適正に行われたい。 
また、会社法第４４０条第３項において、定時株主総会の終結後遅滞なく、貸借対照表の内容で

ある情報を、定時株主総会の終結の日後５年を経過するまでの間、継続して電磁的方法により不特

定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとれば、同条第１項の規定は、適用しな

いと規定されていることから、この方法についても検討されたい。 
【意見】事業運営について 

当会社は、定款により１２の事業を規定し、植木地区の中心市街地・商業地の活性化を図るため

に運営されているところであるが、平成２５年度に実施された事業は５程度の事業に留まっている。

これは、職員が１名という組織の状況であることから、積極的な事業の展開が望めないところに起

因しているものと推測する。また、規定されている多くの収益事業が展開されていないことから、

現在の売上高は、熊本市からの中心市街地商業活性化業務委託料４００万円のみとなっている。 
このことから、設立の目的である植木地区の中心市街地・商業地の活性化を、将来にわたって推

進していくためには、安定的な事業運営のための自主財源の確保が必要で、職員の増員も含めた積

極的な収益事業の展開が不可欠である。 
また、財政状態から見てみると、資本金が内部留保されたままで、企業性が発揮されていない状

態であることから、留保されている資金を事業運営の財源として有効に活用するなど事業展開の方
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針について検討されたい。 
さらに、所管課においては、当会社が、「経営改善に努めるとともに、今後のあり方等について

も検討する団体」として、熊本市が策定した第 4 次外郭団体経営改革計画の対象団体となっている

ことから、改革の方向性に沿った取り組みが実施されているのか、取り組みに関する進行管理を十

分に行いながら、当会社が、地元の関係団体と連携し、自主的・自立的な経営を確立できるよう指

導に努められたい。 
２ 公益財団法人 熊本市学校給食会 

(1) 法人の概要 
学校給食法に基づき学校給食の普及充実と食育推進に寄与するため、学校給食用の物資の適正

円滑な供給に努め、もって児童生徒の心身の健全な発達に資することを目的として、平成８年４

月に、熊本市からの出捐金１億円（基本財産）をもって財団法人として設立され、平成２４年４

月に公益財団法人へ移行された。  
(2) 事業の概要 
ア 学校給食用物資の適正円滑な供給及び食育推進 

物資購入委員会を毎月、また、青果物査定会を半月ごとに開催し、副食物資（米・パン・牛

乳の基本物資を除く）について、納品規格集に基づき、見本の内容分析等の確認及び食味を行

い、品質・規格・産地・鮮度・価格を審査し、アレルギー対応食品を含め、安心・安全な物資

をなるべく低価格で選定し共同購入を図っている。 
 また、学校給食交流会への協力及び食育活動推進支援等を行っている。 

イ 学校給食の普及・奨励（改善・充実） 
学校関係職員を対象とした関連工場視察研修や物資懇談会など、納入業者を対象とした衛生

管理研修会を開催している。 
ウ 学校給食の実施に必要な調査・研究 

給食物資の定期検査及び放射性物質検査を市教育委員会健康教育課・環境局・健康福祉子ど

も局との協力事業で行っている。 
 また、市保健所との連携により、食品の表示義務や食中毒の防止対策の情報収集に努め、さ

らに異物混入等の納入業者への指導、衛生管理の徹底を図っている。 
エ その他当法人の目的を達成するために必要な事業 

安全・安心な物資を供給していくために、学校・納入業者・生産者・行政機関等とさらに連

携を図り、地産地消・特別栽培・エコファーマー農産物の導入を図っている。 
 また、地産地消・特別栽培・エコファーマー農産物の導入に向けての産地視察等を給食関係

者と共に行い、産地では生産者との意見交換や農業体験、また、製造工場等への視察も行って

いる。 
(3) 事業実績 

平成２５年度収支計算書は次のとおりである。（登載省略） 
収支計算書において、収入の部をみると、事業収入１，５３８，１４４，１６１円は、共同購

入物資代金収入いわゆる学校からの給食費である。負担金収入１３，０７１，１４７円は、当財

団の運営資金となる学校負担金収入と公益財団法人熊本県学校給食会からの事業共催負担金収入

である。補助金等収入１８，６１８，０００円は、当財団が行う事業費に対する熊本市からの事

業費補助金である。基本財産運用収入８１２，５００円は、基本財産１００，０００，０００円

の債券運用による運用益である。その他、受取利息収入や登録業者に販売する伝票売上収入の雑

収入等である。 
支出の部をみると、事業費１，５６６，６５０，７１５円のうち主なものは、登録業者に支払

う物資代金支出１，５３８，１４４，１６１円、職員の人件費である給料手当支出１７，３１４，

９０１円、社会保険料事業主負担分等である福利厚生費支出２，９１３，９３５円、理事長の人

件費である役員報酬支出１，３７８，３６８円、熊本市からの事業費補助金の精算金である補助
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金返還金支出１，１９９，７９２円などである。 
管理費２，７７０，２２９円のうち主なものは、職員の人件費である給料手当支出１，６９１，

８４５円や役員報酬支出３４４，５９２円などである。 
特定資産取得支出２，４００，０００円は、退職給付引当資産取得支出である。 

以上の結果、当期収支差額は９９０，７５６円の赤字となり、前期繰越収支差額２，１６２，０

６６円を加えると次期繰越収支差額が１，１７１，３１０円となっている。 
(4) 財産及び財政状況 
ア 財政状況 

平成２５年度の貸借対照表は次のとおりである。（登載省略） 
資産の部についてみると、流動資産は１２０，７１５，７３６円で、預金が２，７５７，６

９０円、３月分の物資代等の未収金１１７，９４１，８４６円、４月分駐車場代の前払費用が

１６，２００円となっている。固定資産は、国債等有価証券等で保管している基本財産１００，

０００，０００円と定期預金で保管している退職給付引当資産である特定資産２２，２３７，

７９８円である。 
負債の部についてみると、流動負債は１１９，５４４，４２６円で、３月の物資代金等の未

払金が１１９，４２７，２７１円、３月分社会保険料被保険者負担分の預り金が１１７，１５

５円となっている。 
正味財産の部についてみると、資産合計から負債合計を差し引いた１０１，１７１，３１０

円が正味財産合計となっている。 
イ 財産状況 

平成２５年度の正味財産増減計算書は次のとおりである。（登載省略） 
正味財産増減計算書によると、当期一般正味財産期末残高が１，１７１，３１０円で、前期

一般正味財産期末残高２，１６２，０６６円より９９０，７５６円減少し、基本財産である当

期指定正味財産期末残高は１００，０００，０００円で前期指定正味財産期末残高と同額であ

る。このため、当期正味財産期末残高は１０１，１７１，３１０円となっている。 
(5) 決算係数の確認 

決算係数については、関係帳簿、証拠書類により確認したところ、その係数は正確であると認

められた。 
(6) 監査の結果 

おおむね出資目的に沿った事業運営がなされているものと認められた。しかしながら、次のよ

うな事項が見受けられたので改善に努められたい。 
【指摘事項】 理事会への必要な書類の提出及び承認について 

経理規程第４７条の規定では、決算において、財務書類及び資金収支計算書の他に必要な書類と

して収支相償の計算書、公益目的事業費比率の計算書を作成し、理事会に提出し承認を受けなけれ

ばならないことになっているが、その必要な書類が理事会へ提出及び承認がされていなかった。 
公益財団法人として認定を受けた後も、毎期、公益認定の基準を遵守する必要があることから、

この書類は、その財務に関する基準を満たしているのか確認するための重要なものである。従って、

遺漏なく規定に基づき理事会に提出され承認を受けられたい。 
公の施設の指定管理者監査 
第１ 監査の対象 

市が平成２５年度に地方自治法第２４４条の２第３項の規定に基づき公の施設の管理を行わせ

ている指定管理者のうち次の２団体を抽出し、管理業務に係る出納その他の事務を監査の対象と

した。 
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（単位：円）

 

公の施設の名称 指定管理者 指定期間 指定管理料 
所管の局 

課 

1 三山荘 
熊本市戸島地域 

環境保全協議会 

平成 24 年 4 月 1 日

～同 27 年 3 月 31 日

15,000,000 

44,997,750 

環境局 

東部環境工場 

2 熊本市水の科学館 
熊本市水の科学館 

運営共同企業体 

平成 25 年 4 月 1 日

～同 30 年 3 月 31 日

36,999,055 

189,135,775 

上下水道局 

経営企画課 

※ 指定管理料の上段は平成 25年度分の金額、下段は指定期間の総額である。 

 
第２ 監査の方法及び監査期間 
１ 監査の方法 

公の施設の管理運営を行わせている指定管理者に対する監査については、当該公の施設の管理

業務に係る出納その他の事務が適正に行われているかを監査の主眼として、関係帳簿、証拠書類

を照査するとともに、必要に応じて関係者に質問するなどの方法で実施した。 
２ 監査期間 

平成２６年１０月１４日から１０月１７日まで  三山荘 
   平成２６年１０月２８日から１０月３１日まで  熊本市水の科学館 
第３ 管理施設の概要及び監査の結果 
１ 三山荘  

(1) 施設の概要 
当施設は、東部環境工場の余熱を利用した浴室のある健康増進施設で地元住民をはじめ広く

市民の健康の保持及び福祉の増進に資するため、昭和５５年１０月に熊本市戸島町２５８２番

地の２に設置された。その後、平成２年１０月に移転新築がなされ現在に至っている。 
平成１８年４月から指定管理者制度により、熊本市戸島地域環境保全協議会が管理運営を行

っている。 
所在地   熊本市東区戸島町２５７３番地 
敷地面積  ６，７６９．００㎡ 
建物構造  鉄筋鉄骨コンクリート一部鉄骨造 和風瓦葺平屋根 
建築面積  １，３７５．４５㎡ 
延床面積  ９９２．６３㎡ 
施設概要    浴   室   男性用・女性用 各３０人 ２７７㎡ 

         大 広 間   定員８０人         ９８㎡ 
               和室・茶室   定員２０人         ５８㎡ 
              多目的ルーム  定員２０人         ３３㎡ 
         会 議 室   定員３０人         ５０㎡ 

開館時間  午前１０時から午後４時３０分まで 
（入場受付時間は午後４時まで） 

使用料   熊本市余熱利用施設条例に規定する使用料 
(2) 利用状況 

当施設の利用状況は次のとおりである。（登載省略） 
(3) 経営成績 

平成２５年度の当施設の管理に係る収支決算書は次のとおりである。（登載省略） 
一般会計における収入の主なものは、当施設の管理及び運営に必要な熊本市からの指定管理
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料が１５，０００，０００円、前年度の繰越金が２，３０６，５６７円等となっている。 
支出の主なものは、管理運営に携わる職員等の給料が７，５８０，５５４円、光熱水費が２，

４３６，４２５円、機械警備業務や消防設備保守点検業務等の委託料が１，６５０，６９４円

等となっている。 
以上の結果、収支差額の２，７５３，３４０円が翌年度繰越金となっている。 
特別会計をみると、収入の主なものは、前年度繰越金が４３２，６３５円、自動販売機の売

上手数料収入が２７７，３８７円、雑収入（研修費参加料等）が６４，６５８円等となってい

る。 
一方、支出は、総会親睦会費が１７０，０００円、飲料水購入費が１６７，０８０円、自販

機電気代が７２，１７４円等となっている。 
この結果、収支差引３１６，４４０円が次年度繰越金として処理されている。 

(4) 決算計数の確認 
三山荘の管理運営に係る決算計数を関係帳簿、証拠書類等により確認したところ、その計数

は正確であると認められた。 
(5) 監査の結果 

三山荘の管理運営に関する協定書に基づき、目的に沿った管理運営がなされ、出納その他の

事務についても適正に行われているものと認められた。 
２ 熊本市水の科学館  

(1) 施設の概要 
当施設は、平成２年１０月に熊本市水の科学館として開館し、水に親しみ、上下水道につい

ての理解を深めるための学習の場を提供することにより、上下水道に関する知識の普及並びに

水及び水源の保全に対する意識の高揚を図るため、設置されている。 
所在地   熊本市北区八景水谷一丁目１１番１号 
敷地面積  ４，０１３㎡ 
建物構造  鉄筋鉄骨コンクリート造 平屋建 
建築面積  ２，４１５㎡（駐車場を除く。） 
延床面積  １，２４５㎡ 
主な施設    研修ホール、展示フロア、水の実験室 
開館時間  午前９時から午後５時まで 

(2) 事業の概要 
熊本市水の科学館条例第３条によると次のとおりである。 

ア 水及び上下水道に係る学習資料の展示及び公開に関すること。 
イ 資料の調査及び収集に関すること。 
ウ 水に係る会議等の場の提供及び開催に関すること。 
エ その他、上下水道事業管理者が特に必要と認めること。 

(3) 利用状況 
水の科学館入館者数は次のとおりである。（登載省略） 

(4) 経営成績 
平成２５年度の当施設の管理に係る収支決算書は次のとおりである。（登載省略） 

管理運営における収入の部をみると、水の科学館の管理運営に必要な熊本市からの指定管理料が 
３６，９９９，０５５円、バスツアー等の参加費収入が２６，８００円等となっている。 
支出の部をみると、管理運営に携わる職員等の人件費が２６，９５５，９７３円、パンフレット印

刷費等の事務費が９６４，６９８円、上下水道局指定事業や自主事業の事業費が１,０４９，５４１

円、清掃や機械警備等の管理費が１０,３３１，３４１円等となっている。 
以上の結果、収入合計が３７，０２８，８１１円、支出合計が３９，４７１，８９３円となって

おり、収入から支出を差し引いた当期収支差額は△２，４４３，０８２円となっている。 
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(5) 決算計数の確認 
水の科学館の管理運営に係る決算計数を関係帳簿、証拠書類等により確認したところ、その

計数は正確であると認められた。 
(6) 監査の結果 

水の科学館の管理運営に関する協定書に基づき、目的に沿った管理運営がなされ、出納その

他の事務についても適正に行われているものと認められた。 
 
 


